
開催
日時

開催
方法

決議
事項

2026年３月24日（火曜日）
午後３時（アクセス可能時刻 午後２時30分）

場所の定めのない株主総会として開催いたします。
※完全オンラインにて開催するため、
会場はございません。
URL: https://3983.ksoukai.jp

第１号議案
剰余金の配当の件
第２号議案
取締役（監査等委員である取締役を除く。）2名選任の件
第３号議案
監査等委員である取締役3名選任の件

28 定時株主総会

第 期招集ご通知

株式会社オロ
証券コード：3983

2026年02月16日 14時32分 $FOLDER; 1ページ （Tess 1.50(64) 20250701_01）



証券コード 3983
2026年3月2日

（電子提供措置の開始日2026年２月25日）
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株 主 各 位
東 京 都 目 黒 区 目 黒 3 丁 目 9 番 1 号
株 式 会 社 オ ロ
代表取締役社長執行役員 川 田 篤

第28期定時株主総会招集ご通知
拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、当社第28期定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申し上げます。

本株主総会は、当社定款の定めに基づき、場所の定めのない株主総会(以下、「バーチャルオン
リー株主総会」という。)といたします。本株主総会では、株主の皆様が実際にご来場いただけ
る会場はございませんので、インターネット経由でご出席くださいますよう、お願い申し上げま
す。
また、本株主総会の招集に際しては電子提供措置をとっており、インターネット上の下記ウェ

ブサイトに「第28期定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料」として電子提供措置事項を掲
載しております。

【当社ウェブサイト】
https://www.oro.com/ja/ir/library/

【東証ウェブサイト(東証上場会社情報サービス)】
https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show
※東証ウェブサイト上で招集ご通知を閲覧される場合、上記URLにアクセス後、次の手順に
従って操作をお願いいたします。
1．コード「3983」を入力・検索し、オロの「基本情報」ボタンを押下
2．「縦覧書類 / PR情報」タブを押下
3．「・[株主総会招集通知 / 株主総会資料]」の「情報を閲覧する場合はこちら」を押下

なお、当日ご出席されない場合、あるいは当日ご出席される場合も通信障害等に備え、書面又
はインターネット等により議決権を行使することができますので、お手数ながら電子提供措置事
項に掲載の株主総会参考書類をご検討のうえ、2026年3月23日(月曜日)午後6時30分までに到
着するように、同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示のうえご返送くださるか、
当社の指定する議決権行使ウェブサイト(https://www.web54.net)より議決権を行使していた
だきますようお願い申し上げます。

敬具
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記
1. 日 時 2026年3月24日(火曜日)午後3時

(アクセス可能時刻 午後2時30分頃)
※通信障害等の発生により本株主総会を開催できなかった場合には、予備日で
ある2026年3月26日(木曜日)午前10時より、本株主総会を開催いたします。
そ の 場 合 に は、 速 や か に イ ン タ ー ネ ッ ト 上 の 当 社 ウ ェ ブ サ イ ト
(https://www.oro.com/ja/ir/)でお知らせします。

2. 開 催 方 法 場所の定めのない株主総会(バーチャルオンリー株主総会)
※株主の皆様が実際にご来場いただける会場はございません。
当社所定のウェブサイトを通じてご出席ください。ご出席いただくために必

要となる当該ウェブサイトのURL、アクセス方法、お手続方法等の詳細は5頁
〜8頁をご参照ください。

3. 目 的 事 項
報 告 事 項 1. 第28期(2025年1月1日から2025年12月31日まで)事業報告、連結計算書

類並びに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
2. 第28期(2025年1月1日から2025年12月31日まで)計算書類報告の件

決 議 事 項
第1号議案 剰余金の配当の件
第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)2名選任の件
第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

以 上
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〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
◎本株主総会の議事における情報の送受信に用いる通信の方法は、インターネットによるものとします。
◎通信障害等により、本株主総会の議事に著しい支障が生じる場合は、議長が本株主総会の延期又は続行を決定
できることとするため、その旨の決議を本株主総会の冒頭にて行うことといたします。当該決議に基づき、議
長が延期又は続行の決定を行った場合は、2026年3月26日(木曜日)午前10時より、本株主総会の延会又は継
続会を開催いたします。その場合は、速やかにインターネット上の当社ウェブサイトでお知らせしますので、
5頁〜8頁に従ってお手続きのうえ、本株主総会の延会又は継続会にご出席くださいますようお願い申し上げま
す。

◎議決権行使書面において、議案に賛否の表示がない場合は、賛成の意思表示をされたものとして取り扱わせて
いただきます。

◎インターネットと書面により重複して議決権を行使された場合は、インターネットによる議決権行使を有効な
行使として取り扱わせていただきます。なお、書面により複数回議決権行使をされた場合又はインターネット
により複数回議決権行使をされた場合は、最後の行使を有効な行使として取り扱わせていただきます。

◎インターネット又は書面により議決権を事前行使された株主様が本株主総会に出席し、重複して議決権行使さ
れた場合は、本株主総会において行使された内容を有効なものとして取り扱います。本株主総会における議決
権行使を確認できなかった場合は、書面又はインターネットにより事前に行使された内容を有効なものとして
取り扱います。

◎代理人による出席を希望される株主様は、法令及び定款の定めに従い、議決権を有する他の株主様1名に委任
いただくようお願いいたします。手続きの詳細に関しましては、6頁及び8頁をご参照ください。

◎議決権の不統一行使をされる場合は、本株主総会の日の3日前までに議決権の不統一行使を行う旨とその理由
を当社にご通知くださいますようお願い申し上げます。

◎電子提供措置事項に修正が生じた場合は、掲載している各ウェブサイトにその旨、修正前の事項及び修正後の
事項を掲載させていただきます。

◎本株主総会の決議結果につきましては、書面による決議通知のご送付に代えて、本株主総会終了後、当社コー
ポレートサイトにその結果を掲載いたします。
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こちらを
切り取って

ご投函
ください

❶ �QRコードを読み取る

第2号議案及び第3号議案に
ついて、一部の候補者に異な
る意思を表示される場合は、
当該候補者の番号をご記入く
ださい。

QRコードから行使する方法 議決権行使ウェブサイトから行使する方法

❷� 議決権行使サイトへ進む
以降は画面の案内に従って賛否をご入力
ください。

QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

ご注意
議決権行使後に行使内容を変更する場合
は、お手数ですが右記の「議決権行使
ウェブサイト」より、変更をお願いします。

同封の議決権行使
書用紙に記載の「ロ
グインQRコード」を
読み取る。

見本

見本

以下のURLより議決権行使ウェブサイトにアクセスし、議決権行
使書用紙に記載された「議決権行使コード」、「パスワード」をご入
力ください。
ログイン以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。

ご注意事項　�一度議決権を行使した後で行使内容を変更され
る場合、議決権行使書用紙に記載の「議決権行
使コード」「パスワード」をご入力いただく必要があ
ります。

お問い合わせ
三井住友信託銀行
証券代行ウェブサポート専用ダイヤル
0120-652-031
（受付時間　午前9時から午後9時）

ぜひQ&Aも
ご確認ください。

議決権行使ウェブサイト　https://www.web54.net

�各議案の賛否をご記入ください。
● 賛成の場合…………「賛」の欄に〇印
● 否認の場合…………「否」の欄に〇印

議決権行使方法についてのご案内

見本

インターネットによる議決権行使は、スマートフォン又はパソコンなどから議決権行使ウェブサ
イトにアクセスいただき、画面の案内に従って行使していただきますようお願いします。

■ 事前に議決権行使をする場合

インターネットによる議決権行使

2026年３月23日（月曜日）午後６時30分到着分まで

2026年３月23日（月曜日）午後６時30分受付分まで

議決権行使期限

同封の議決権行使書用紙に各議案に対する賛否をご記入いただき、下図のように切り取って
ご投函ください。
なお、議案について賛否の表示がない場合は、「賛」 の表示があったものとして取り扱います。

郵送による議決権行使

議決権行使期限

4
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❶ �株主様専用ウェブサイトへアクセス

❷� 株主様専用ウェブサイトへログイン

万が一、通信障害等が発生した場合には、当社ウェブサイト（https://www.oro.com/ja/ir/）にて速やかに株主の皆様へお知らせいたし
ます。

https://3983.ksoukai.jp株主様専用ウェブサイト

A

2026年３月24日(火曜日)の開催日当日、午後2時30分頃からアクセス可能と
なる予定です。

株主様専⽤ウェブサイトにアクセスいただくと、Aの画⾯が表⽰されます。
議決権行使書用紙に記載されている「株主番号」「郵便番号」を、画面表示
に従って入力し、ログインしてください。

※議決権行使書を投函する前に、「株主番号」「郵便番号」を、必ずお手許にお控えください。
なお、ログイン時に使用する「郵便番号」は、2025年12月末日時点での株主名簿に基づき設定しております。このため、一
部の株主様につきましては、議決権行使書に記載の「郵便番号」と相違する場合がございますのでご注意ください。

※1 Windows11については、デスクトップモードで動作確認しております。デスクトップモードでご利用ください。
※2 ブラウザのJavaScript及びCookie機能は有効にしてください。各ブラウザは、最新のアップデートが適用されていることを
前提としています。

※3 Microsoft Edgeにおいて、Internet Explorerモードでの利用はできません。

出席に必要となる環境は以下のとおりです。

モバイル端末動作環境

PC端末動作環境
Windows Mac

OS※1 Windows11 macOS 最新版
ブラウザ※2※3 Microsoft Edge　Mozilla Firefox　Google Chrome Safari

Android iOS
OS Android12以上 iPhone：iOS最新版　iPad：iPadOS最新版

ブラウザ※2 Google Chrome Safari

パソコンから出席する場合 スマートフォンやタブレット端末で
出席する場合

以下のURLへアクセスしてください。 左記のURLをご入力いただくか、
右記のQRコードを読み込み、ア
クセスしてください。

■ バーチャル出席する場合

5
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電子提供措置開始　株主総会資料のご確認

❶❶ 事前の議決権行使

❷❷ 代理人による出席方法

■ 郵送による議決権行使

■ インターネットによる議決権行使

同封の議決権⾏使書⽤紙にご記⼊いただきご返送ください。

行使期限
2026年３月23日（月曜日）
午後６時30分受付分まで

提出期限
2026年３月16日（月曜日）

午後６時30分必着

❸❸ 事前質問 受付期間
2026年３月２日（月曜日）

午前0時から
2026年３月13日（金曜日）

午後11時59分まで

行使期限
2026年３月23日（月曜日）
午後６時30分到着分まで

株主様専用ウェブサイト
https://3983.ksoukai.jp

株主様専用ウェブサイトより、事前にご質問をお受けします。
以下のURLへアクセスしてください。

代理人による本株主総会の出席を希望される株主様は、法令及び当社定款の定めに従
い、当社の議決権を有する他の株主様1名に委任いただきますようお願いいたします。
ご希望の株主様は、本株主総会に先立って、当社に「代理の意思表示を記載した書面
（委任状）」のご提出が必要となりますので、８頁をご参照のうえ、ご送付ください。

質問方法
・上記のURLをご入力いただくか、右記のQRコードを読み込み、アクセスしてください。
・ 「株主番号」「郵便番号」を画面表示に従って入力のうえログインし、「事前質問を行う」ボタンより本株主総会の目的事項に関する質問内容をご入力ください。
・お一人様につき2問まで、文字数は200文字までとさせていただきます。
・質疑応答の時間が限られていることや質問内容により、いただいたご質問の全てには回答できない場合がございますので、予めご了承ください。全ての質
問に回答することが難しい場合、多くの株主様にご関心があると思われる質問等を中心に回答させていただく予定です。その他の質問については、本株主
総会終了後に当社ウェブサイトに回答を掲載させていただく予定です。

QRコードから⾏使する⽅法 議決権行使コード・パスワードを⼊⼒し
⾏使する⽅法

同封の議決権⾏使書用紙に記
載の「ログインQRコード」を読
み取り、ご⼊⼒ください。

https://www.web54.net
からご⼊⼒ください。

当社ウェブサイト（完全版）
全ての電子提供措置事項を含む「第28期定時株主総会招集ご通知」

簡易な招集通知

▶詳細は9頁参照

●●❶❶●●❷❷❸❸

https://www.oro.com/ja/ir/library/
へアクセスしご確認ください

２月25日（水）

３月２日（月）

３月16日（月）

３月23日（月）

３月13日（金）

株主総会の流れ

株主総会開催前　招集通知掲載～2026年３月23日まで
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バーチャル出席株主様に行っていただくこと

株主様専用ウェブサイトへアクセスし、バーチャル出席スタート
株主総会議事進行

午後２時30分頃
アクセス可

決議事項の採決時に議決権を行使いただけます。
議決権行使の手順
●　ログイン後、議長の指示に従って、画面の「議決権行使」ボタンより賛否をご選択のうえ、送信
ください。

●　書面又はインターネットによる事前の議決権行使を行った株主様が当日出席された場合
①当日の議決権行使を確認できた時点で、事前の議決権行使を無効とします。
②当日の議決権行使が確認できなかった場合、事前の議決権行使を有効とします。

バーチャル出席株主様からのご質問を受付させていただきます。
ご質問の手順
質問の受付が開始されましたら、画面の「質問」ボタンより本株主総会の目的事項に関する質
問内容をご入力いただき、ご送信ください。
● ご注意事項
●　お一人様につき2問まで、文字数は200文字までとさせていただきます。
●　質疑応答の時間が限られていることや質問内容により、いただいたご質問の全てには回答できない場合が
ございますので、予めご了承ください。全ての質問に回答することが難しい場合、多くの株主様にご関心
があると思われる質問等を中心に回答させていただく予定です。その他の質問については、本株主総会終
了後に当社ウェブサイトに回答を掲載させていただく予定です。

●　同様の質問等を繰り返し送信すること、膨大な文字量のテキストデータを送信すること、本株主総会の目
的事項と無関係な内容やプライバシー又は名誉を害するものその他不適切な内容を含む質問等については、
議長又は議長の指示を受けた事務局の判断により、当該質問等を採り上げないことや、採り上げる場合で
あっても送信されたテキストを省略又は要約する場合がありますので、予めご了承ください。これらの場
合に加えて、株主の皆様との貴重な対話の場である本株主総会の趣旨に反する場合、本株主総会の議事の
進行やバーチャルオンリー株主総会のシステムの安定的な運営に支障が生じると判断した場合には、議長
の命令又は議長の指示を受けた事務局の判断により、当該株主様との通信を強制的に遮断させていただく
場合がございます。また、議長の指定した方法以外の方法によりテキストデータを送信する等、質問であ
るか否かの判別ができないものは質問として採り上げない場合がありますので、予めご了承ください。

バーチャル出席する場合 株主総会開催日時

2026年３月24日（火曜日）
午後３時

ライブ配信をご視聴いただきながら、議決権⾏使とご質問が可能です。総会当
⽇に実際に株主総会の会場にご出席いただく場合と同様、株主総会に「出席」
したものとして取り扱われます。

❹❹

議案採決＆
採決結果発表

決議事項上程

対処すべき課題

事業報告

閉会宣言

監査報告

午後３時
開会宣言

質疑応答

POINT

POINT

問い合わせ先
（1）当日のログイン方法、操作方法等に関する問い合わせ

問い合わせ先：株式会社ブイキューブ
TEL　　　　 ：03-4335-8081
　　　　　　 （受付日時：2026年3月24日（火曜日）
　　　　　　  午前9時から株主総会終了時まで）

（2）ID、パスワードに関する問い合わせ
問い合わせ先：株式会社オロ
TEL　　　　 ：03-5724-7001
　　　　　　 （受付期間：2026年3月2日（月曜日）

午前9時30分から2026年3月24日（火曜日）
株主総会終了時まで。
土日祝日及び当社指定の休日を除きます。）
※お問い合わせの際は、株主総会のID、パスワードに関
する問い合わせである旨をお申し付けください。

３月24日（火）

株主総会当日　④ 株主総会に出席し議決権行使

7
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その他注意事項
1. 代理人による出席方法

代理人による本株主総会の出席を希望される株主様は、法令及び当社定款の定めに従い、当社の議決権を有
する他の株主様1名に委任いただきますようお願いいたします。ご希望の株主様は、本株主総会に先立って、
当社に「代理の意思表示を記載した書面(委任状)」のご提出が必要となりますので、以下の提出先までご送付
ください。
<必要書類>
・代理の意思表示を記載した書面(委任状)
※委任する株主様のメールアドレスをご記載のうえ、押印(認印可)をお願いいたします。
・委任する株主様の議決権行使書の原本
・委任された株主様の議決権行使書の原本
<提出先>
〒153-0063 東京都目黒区目黒3丁目9番1号
株式会社オロ コーポレート本部 株主総会担当者宛

2. 動議の提出方法
・ログイン後、議長の指示に従って、画面の「動議」ボタンより動議の種類を選択し、動議の内容をご入力い
ただき、ご送信ください。

・1提案につき、文字数は300文字までとさせていただきます。
・同様の動議等を繰り返し送信すること、膨大な文字量のテキストデータを送信すること、明らかに不適法な
動議を送信すること、本株主総会の目的事項と無関係な内容やプライバシー又は名誉を害するものその他不
適切な内容を含む動議等については、議長又は議長の指示を受けた事務局の判断により、当該動議等を採り
上げないことや、採り上げる場合であっても送信されたテキストを省略又は要約する場合がありますので、
予めご了承ください。これらの場合に加えて、株主の皆様との貴重な対話の場である本株主総会の趣旨に反
する場合、本株主総会の議事の進行やバーチャルオンリー株主総会のシステムの安定的な運営に支障が生じ
ると判断した場合には、議長の命令又は議長の指示を受けた事務局の判断により、当該株主様との通信を強
制的に遮断させていただく場合がございます。また、議長の指定した方法以外の方法によりテキストデータ
を送信する等、動議であるか否かの判別ができないものは動議として採り上げない場合がありますので、予
めご了承ください。

3. 本株主総会の議事における情報の送受信に用いる通信の方法に係る障害に関する対策についての方針の内容
本株主総会では、通信障害対策が講じられたシステムを利用し、通信障害により議事に著しい支障が生じた

場合に備え、本株主総会当日冒頭に、本株主総会の延期又は続行の議長一任決議について諮り、また、株主様
への周知方法を含む対応マニュアルを予め整備します。

4. 本株主総会の議事における情報の送受信に用いる通信の方法としてインターネットを使用することに支障の
ある株主様の利益の確保に配慮することについての方針の内容
議決権の行使をご希望の株主様のうち、インターネットを使用することに支障のある株主様におかれまして

は、お手元の議決権行使書用紙を返送する方法により、事前に議決権を行使くださいますようお願い申し上げ
ます。

5. ご留意事項
・本株主総会にご出席いただく際の通信料等は、株主様のご負担となります。
・視聴される株主様の通信環境等の影響により、株主総会ライブ配信の映像や音声の乱れ、遅延、一時中断又
は一時停止等の障害が発生する可能性がございます。

・映像や音声データの第三者への提供や公表、SNS等への投稿、上映、転載、複製、録画、録音及びログイン
の方法又はログインに必要な情報を公表し又は第三者に伝えることは禁止とさせていただきます。
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第1号議案 剰余金の配当の件
当社の配当方針については、株主の皆様への安定的な利益還元と会社の持続的な成長の実現を目的に、業績、

財政状態及び将来の事業展開等を総合的に勘案しながら、累進配当を実施することとしております。
当期の期末配当につきましては、前期に比べ15円増配の1株につき50円といたしたいと存じます。

(1)配当財産の種類
金銭

(2)株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式 1株につき50円 総額779,201,100円

(3)剰余金の配当が効力を生ずる日
2026年3月27日(金)
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第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)2名選任の件
取締役(監査等委員である取締役を除く。)2名全員は、本株主総会終結の時をもって任期満了となりますので、

取締役(監査等委員である取締役を除く。)2名の選任をお願いするものであります。なお、本議案について、監査
等委員会から特段の意見はありません。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の候補者は、次のとおりであります。

候補者番号
かわ た あ つ し

川田 篤 (1973年9月8日生、男性)
再 任

■所有する当社の株式の数 6,008,535株1
■略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
1999年 1 月 有限会社オロ(現 株式会社オロ)設立

代表取締役社長
2010年 1 月 欧楽科技(大連)有限公司 董事長
2012年12月 oRo Vietnam Co., Ltd. 会長
2013年12月 oRo Malaysia Sdn. Bhd.

Director
2014年 7 月 oRo(Thailand)Co., Ltd. Director
2016年 1 月 台灣奧樂股分有限公司 董事
2016年 5 月 大連奥楽広告有限公司 董事長
2018年 2 月 欧楽科技(大連)有限公司 董事
2018年 2 月 大連奥楽広告有限公司 董事
2018年 2 月 台灣奧樂股分有限公司 董事
2018年 4 月 当社国際事業本部長

2018年 6 月 ネットイヤーグループ株式会社
社外取締役

2018年 7 月 oRo Digital Asia Sdn. Bhd.
Director

2020年 5 月 株式会社日宣 社外取締役 (現任)
2023年 3 月 当社代表取締役社長執行役員 (現任)

(重要な兼職の状況)
株式会社日宣 社外取締役

■取締役候補者とした理由
川田篤氏は、1999年の当社設立以来、長年にわたり当社グループ全体の経営の指揮を執り、当社グループの発展を牽引してきま

した。当社グループ経営全般に関する経験、知見等は、今後も当社グループの企業価値向上に寄与するものであると判断し、取締役
として引き続き選任をお願いするものであります。
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候補者番号
ひ の やす ひさ

日野 靖久 (1973年5月14日生、男性)
再 任

■所有する当社の株式の数 2,713,748株2
■略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
1999年 1 月 有限会社オロ(現 株式会社オロ)設立

取締役
2009年 4 月 当社管理本部長
2009年 6 月 当社専務取締役
2010年 1 月 欧楽科技(大連)有限公司 董事
2013年 1 月 oRo Vietnam Co., Ltd.

General Director
2013年12月 oRo Malaysia Sdn. Bhd.

Director
2015年 1 月 当社管理本部長(現 コーポレート本部長) (現

任)
2021年 3 月 株式会社オロ宮崎 取締役 (現任)
2021年 3 月 株式会社oRo code MOC 取締役 (現任)
2023年 3 月 当社取締役専務執行役員 (現任)

2023年 3 月 oRo(Thailand)Co., Ltd.
Director (現任)

2023年 3 月 oRo Malaysia Sdn. Bhd.
Director (現任)

2024年 8 月 台灣奧樂股分有限公司 董事 (現任)
2024年 9 月 欧楽科技(大連)有限公司 董事 (現任)
2024年 9 月 大連奥楽広告有限公司 董事 (現任)

(重要な兼職の状況)
株式会社オロ宮崎 取締役
株式会社oRo code MOC 取締役
欧楽科技(大連)有限公司 董事
oRo(Thailand)Co., Ltd. Director
oRo Malaysia Sdn. Bhd. Director
台灣奧樂股分有限公司 董事
大連奥楽広告有限公司 董事

■取締役候補者とした理由
日野靖久氏は、1999年の当社設立以来、長年にわたり管理業務を中心にグループ経営を統括し、当社グループの発展を牽引して

きました。当社グループ経営並びに管理業務の経験、知見等は、今後も当社グループの企業価値向上に寄与するものであると判断
し、取締役として引き続き選任をお願いするものであります。

(第2号議案に関する注記)
(注) 1．各候補者と当社の間には特別の利害関係はありません。

2．当社は、役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しており、当該保険契約により被保険者が会社の役員等の地位に
基づき行った行為(不作為を含みます。)に起因して、損害賠償請求がなされた場合に被保険者が被る損害賠償金や訴訟費用
等を塡補することとしております。但し、法令違反の行為であることを認識して行った行為の場合等、一定の免責事由があ
ります。なお、当該保険契約の保険料は当社が全額負担しております。各候補者が取締役に就任した場合は、当該保険契約
の被保険者となります。また、当該保険契約は任期途中に更新することを予定しております。
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第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件
監査等委員である取締役3名全員は、本株主総会終結の時をもって任期満了となりますので、監査等委員であ

る取締役3名の選任をお願いするものであります。なお、本議案について、監査等委員会の同意を得ております。
監査等委員である取締役の候補者は、次のとおりであります。

候補者番号
まえ だ よう いち

前田 洋一 (1956年10月18日生、男性)
独立役員候補者 社外取締役候補者 再 任

■所有する当社の株式の数 0株1
■略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
1980年 4 月 三井物産株式会社入社
1991年 3 月 ベネルックス三井物産株式会社

ブリュッセル本店情報･機械部GM
2001年 4 月 三井物産株式会社エレクトロニクス事業本部

半導体事業部室長
2005年12月 同社情報産業本部戦略企画室長
2007年 4 月 同社情報産業本部情産業務部長
2007年 7 月 同社情報産業本部エレクトロニクス事業部長
2011年 3 月 同社内部監査部検査役
2017年 6 月 三井物産アイ・ファッション株式会社(現

MNインターファッション株式会社)
常勤監査役

2022年 3 月 当社社外取締役(常勤監査等委員) (現任)
2022年 3 月 株式会社オロ宮崎 監査役 (現任)

2022年 3 月 株式会社oRo code MOC 監査役 (現任)
2022年 3 月 欧楽科技(大連)有限公司 監事 (現任)
2022年 3 月 oRo Vietnam Co., Ltd.

Controller(現任)
2022年 3 月 台灣奧樂股分有限公司 監察人 (現任)
2022年 3 月 大連奥楽広告有限公司 監事 (現任)

(重要な兼職の状況)
株式会社オロ宮崎 監査役
株式会社oRo code MOC 監査役
欧楽科技(大連)有限公司 監事
oRo Vietnam Co., Ltd. Controller
台灣奧樂股分有限公司 監察人
大連奥楽広告有限公司 監事

■監査等委員である社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要
前田洋一氏は、事業会社における長年にわたる豊富な経験と幅広い知識を有しており、これまでの経験や知見等をもとに、業務執

行者から独立した客観的な立場で当社を適切に監査していただくことを期待し、監査等委員である社外取締役として選任をお願いす
るものであります。
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候補者番号
いま むら ゆ き

今村 由幾 (1976年1月18日生、女性)
独立役員候補者 社外取締役候補者 再 任

■所有する当社の株式の数 0株2
■略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
1998年 4 月 株式会社マッキャンエリクソン入社
2008年12月 弁護士登録
2009年 1 月 TMI総合法律事務所入所
2021年 1 月 同事務所カウンセル (現任)
2022年 3 月 当社社外取締役(監査等委員) (現任)
2022年 8 月 イーソリューションズ株式会社

監査役 (現任)

(重要な兼職の状況)
TMI総合法律事務所 カウンセル

■監査等委員である社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要
今村由幾氏は、直接会社の経営に関与したことはありませんが、弁護士であり、広告に関する実務及び法律の専門的な知識・経験

等を有しており、業務執行者から独立した客観的な立場からその専門性を当社の監査に反映いただくことを期待し、監査等委員であ
る社外取締役として選任をお願いするものであります。

候補者番号
たの うえ さ おり

田上 沙織 (1983年6月24日生、女性)
独立役員候補者 社外取締役候補者 再 任

■所有する当社の株式の数 0株3
■略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
2007年12月 新日本監査法人

(現EY新日本有限責任監査法人)入所
2013年 1 月 税理士法人福島会計

(現税理士法人FLAIR)入所
2013年 4 月 公認会計士登録
2021年10月 株式会社クラダシ 社外監査役
2022年10月 株式会社クラダシ 常勤監査役 (現任)
2024年 3月 当社社外取締役(監査等委員) (現任)
2024年 9月 税理士法人FLAIR 社員税理士 (現任)

(重要な兼職の状況)
株式会社クラダシ 常勤監査役
税理士法人FLAIR 社員税理士

■監査等委員である社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要
田上沙織氏は、直接会社の経営に関与したことはありませんが、公認会計士であり、財務及び会計に関する専門的な知識・経験等

を有しており、これまでの経験や知見等をもとに、業務執行者から独立した客観的な立場で当社を適切に監査していただくことを期
待し、監査等委員である社外取締役として選任をお願いするものであります。
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(第3号議案に関する注記)
(注) 1．各候補者と当社の間には特別の利害関係はありません。

2．前田洋一、今村由幾及び田上沙織の各氏は、社外取締役候補者であります。
3．前田洋一、今村由幾及び田上沙織の各氏は、現在、当社の監査等委員である社外取締役であり、監査等委員である社外取締

役としての就任期間は本株主総会終結の時をもってそれぞれ以下のとおりであります。
前田洋一氏 4年
今村由幾氏 4年
田上沙織氏 2年

4．当社は、前田洋一、今村由幾及び田上沙織の各氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。各氏
の選任が承認された場合には、引き続き独立役員として届け出る予定であります。

5．当社は、前田洋一、今村由幾及び田上沙織の各氏との間で監査等委員である取締役として会社法第423条第1項に定める賠
償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく責任限度額は、会社法第425条第1項の最低責任限度額としてお
ります。各氏の選任が承認された場合、当該契約を継続する予定であります。

6．当社は、役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しており、当該保険契約により被保険者が会社の役員等の地位に
基づき行った行為(不作為を含みます。)に起因して、損害賠償請求がなされた場合に被保険者が被る損害賠償金や訴訟費用
等を補填することとしております。但し、法令違反の行為であることを認識して行った行為の場合等、一定の免責事由が
あります。なお、当該保険契約の保険料は当社が全額負担しております。各候補者が監査等委員である取締役に就任した
場合は、当該保険契約の被保険者となります。また、当該保険契約は任期途中に更新することを予定しております。

7．今村由幾氏の戸籍上の氏名は、山内由幾であります。
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(ご参考)株主総会後の取締役会のスキル・マトリックス
当社は、世界に誇れる物を創造し、より多くの人々により多くの「幸せ・喜び」を提供する企業となることを

経営理念に掲げております。経営理念の実現を目的として、当社グループの長期的で持続可能な成長を見込み、
取締役会の構成は、知識・経験・能力のバランス、多様性を確保し、取締役会の実効性を発揮するために必要な
規模に配慮した構成とすることとし、備えるべきスキルを経営課題や経営戦略に照らして次のとおり定義してお
ります。

＜各スキルの定義＞
企業経営 企業での経営者(取締役等)としての経験

事業戦略・マーケティング IT業界やDXに関する専門性・事業部門での責任者としての経験

テクノロジー IT業界やDXに関する技術研究・開発部門での責任者としての経験/IT業界やDXに関する相当程度の知見

グローバルビジネス 海外事業部門での責任者としての経験/海外現地法人代表の経験/海外事業展開に関する相当程度の知見

ESG・サステナビリティ 環境、社会貢献、人材育成、ガバナンス等に関する相当程度の知見

財務・会計・投資 財務・経理・投資管理の関連の責任者としての経験/
公認会計士・税理士等、財務及び会計に関する相当程度の知見

法務・リスクマネジメント 法務、内部監査の責任者としての経験/弁護士等、法律に関する相当程度の知見

招集ご通知記載の候補者を原案どおり全てご選任いただいた場合、各取締役のスキルは次のとおりとなります。

企業経営 事業戦略・
マーケティング テクノロジー グローバル

ビジネス
ESG・

サステナビリティ
財務・

会計・投資

法務・
リスク

マネジメント

川田 篤 ○ ○ ○ ○

日野 靖久 ○ ○ ○ ○ ○

前田 洋一 ○ ○ ○ ○

今村 由幾 ○ ○

田上 沙織 ○ ○ ○

以 上
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1. 企業集団の現況に関する事項
(1) 事業の経過及びその成果

当連結会計年度(2025年1月1日〜2025年12月31日)における我が国経済は、一部に足踏みが残るもの
の、サービス需要・インバウンド需要の高まりや、ソフトウェアを含む設備投資の増加等があり、全体とし
ては緩やかに回復しています。一方で、継続的な物価上昇や、地政学的リスク・海外経済への懸念、金融市
場の変動等、先行き不透明な状況が続いております。
国内の情報サービス業においては、企業向けのシステムにおけるクラウドサービスの需要が継続的に高ま

っております。また、企業のデジタル化(DX)の流れに伴い、生産性向上、及び業務効率化に対して高いコス
トパフォーマンスと利便性を備えた情報システムが求められております。
インターネット業界においては、大手企業を中心として既存のビジネスモデルや業界構造を変化させてき

たDXの流れが根強くありながら、広告市場ではメディアのデジタルシフトだけでなく、従来のレガシーメ
ディアを取り入れた複合的な顧客へのアプローチがみられております。
このような市場環境の中、当社グループは製販一体体制を継続し、クラウドサービスの提供・企業のマー

ケティング支援を行ってきました。クラウドソリューション事業の主力製品であるクラウドERP「ZAC」及
び「Reforma PSA」は、プロジェクト管理を必要としている企業を軸とした業界・業種に幅広く求められ
安定的に伸長し、業績に寄与いたしました。マーケティングソリューション事業においてはデータ分析に基
づくウェブ広告の戦略策定・運用・効果検証、ウェブサイトやデジタルコンテンツの制作、アプリケーショ
ンの企画・制作、SNS活用の戦略立案・運用支援等、顧客のマーケティング戦略を戦術・実行に落とし込ん
で成果を生み出すための様々なソリューションを提供してまいりました。また、持続的な企業価値の向上を
実現すべく、各事業において新規顧客の開拓、重点顧客の深掘活動、マーケティング活動や研究開発への投
資、採用強化にも取り組みました。

以上の結果、当連結会計年度の業績は、売上収益8,307,953千円(前年同期比5.2%増)、営業利益
2,649,270千円(同2.6%減)、税引前利益2,656,671千円(同7.0%減)、親会社の所有者に帰属する当期利益
は1,896,738千円(同8.5%減)となりました。

事業セグメント別の売上収益

事 業 別 売 上 収 益

クラウドソリューション事業 5,664,295 千円

マーケティングソリューション事業 2,643,657 千円
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(2) 設備投資の状況
当連結会計年度における設備投資の総額は120,903千円であり、その主なものは次のとおりであります。

クラウドソリューション事業
事業用サーバー等機器 3,566千円
クラウドソリューション事業
ZAC新機能開発費用 96,528千円

(3) 資金調達の状況
重要な事項はありません。

(4) 他の会社の株式その他の持分又は新株予約権等の取得又は処分の状況
該当事項はありません。

(5) 財産及び損益の状況の推移
① 企業集団の財産及び損益の状況の推移

区 分 2022年12月期
第25期

2023年12月期
第26期

2024年12月期
第27期

2025年12月期
(当連結会計年度)

第28期
売 上 収 益 6,210,714 千円 7,033,155 千円 7,899,305 千円 8,307,953 千円

営 業 利 益 2,286,563 千円 2,547,337 千円 2,720,442 千円 2,649,270 千円

税 引 前 利 益 2,352,477 千円 2,602,772 千円 2,856,388 千円 2,656,671 千円

親会社の所有者に帰属する当期利益 1,623,552 千円 1,836,415 千円 2,072,900 千円 1,896,738 千円

基本的1株当たり当期利益 100.75 円 113.90 円 128.56 円 120.25 円

総 資 産 11,045,755 千円 12,373,522 千円 13,590,184 千円 13,747,370 千円

親会社の所有者に帰属する持分 7,331,089 千円 8,884,053 千円 10,283,756 千円 10,357,152 千円

1株当たり親会社所有者帰属持分 454.86 円 550.91 円 641.09 円 664.60 円

(注) 基本的1株当たり当期利益は、自己株式を控除した期中平均株式数により、1株当たり親会社所有者帰属持分は、自己株式を控除
した期末株式数により計算しております。
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② 当社の財産及び損益の状況の推移

区 分 2022年12月期
第25期

2023年12月期
第26期

2024年12月期
第27期

2025年12月期
(当期)第28期

売 上 高 5,903,146 千円 6,708,823 千円 7,483,563 千円 7,861,189 千円

経 常 利 益 2,243,992 千円 2,732,954 千円 2,829,445 千円 2,610,484 千円

当 期 純 利 益 1,583,086 千円 1,970,363 千円 2,074,919 千円 1,893,017 千円

1株当たり当期純利益 98.24 円 122.20 円 128.69 円 120.01 円

総 資 産 9,967,821 千円 11,479,520 千円 12,719,408 千円 12,584,278 千円

純 資 産 6,851,391 千円 8,517,906 千円 9,901,788 千円 9,977,470 千円

1 株 当 た り 純 資 産 額 425.10 円 528.20 円 617.27 円 640.24 円

(注) 1株当たり当期純利益は、自己株式を控除した期中平均株式数により、1株当たり純資産額は、自己株式を控除した期末株式数に
より計算しております。
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(6) 対処すべき課題
当社グループが展開するクラウドソリューション事業及びマーケティングソリューション事業は、いずれも情

報サービス産業に属しています。この業界では、技術革新のスピードが速く、顧客のニーズが多様化するととも
に、人材獲得競争も激化しています。さらに、AI等の新技術の急速な発展やグローバル化の進展によって、市場
環境は常に変化し続けております。こうした中で、当社グループが持続的に成長するには、第一に「人材の活
躍」、第二に「海外展開を含むグローバル対応の強化」、そして「先端技術を活用した高付加価値サービスの提供
と生産性向上」、これらへの投資が不可欠であると認識しています。
このような背景から、当社グループは経営理念の実現と中長期的な成長を目指すにあたり、人材こそが最重要

の経営資源であると位置付けています。多様性(ダイバーシティ)の推進や、多様なキャリアパス・働き方を受け
容れる環境の整備、採用・育成体制の強化、就業環境の向上等に注力しています。同時に、市場や顧客ニーズの
変化への対応力を高めるべく、これまで各事業に分散していた開発機能を、2026年1月に設立した「開発本部」
に統合しました。当社の開発品質・再現性・スケール力を高めることで、既存事業の競争力を強化していきま
す。あわせて、AIをはじめとする最新技術を効果的に取り入れた技術・サービス開発に対して、採用等の規律あ
る人材投資を積極的に行います。
クラウドソリューション事業では、主力製品であるクラウドERP「ZAC」のさらなる強化に向けて技術研究や

新機能開発を加速させるとともに、国内の成長産業でのシェア拡大を目的に営業・マーケティング活動を拡充
し、パートナー企業との連携を深めながら新規契約の獲得に力を入れています。また、既存顧客の活用度向上に
向けた支援体制を整備し、継続的な収益向上を図る取り組みも行っています。加えて、大企業向けの機能拡充
や、2026年から始まるベトナムでの販売等を通じて製品市場を継続的に拡大し、中長期的な成長を実現してい
く方針です。
マーケティングソリューション事業においては、クライアント企業のマーケティング戦略を具体的な施策とし

て着実に実行できる「エグゼキューションカンパニー」として広く認知されることを目指しています。そのため
に、営業・マーケティング戦略の強化や、大手広告代理店等との協業を通じて案件数の拡大に取り組んでいま
す。また、常に最新の技術や法規制の動向をキャッチアップし、迅速にサービスへ反映させることで技術的優位
性を確立し、顧客からの信頼を高める施策を推進しています。さらに、海外連結子会社の営業体制やガバナンス
を強化し、グローバルパートナーを開拓することによって、海外市場においてもリスクを最小限に抑えつつ事業
を拡大する方策を講じています。
当社グループは、このように人材の活躍やグローバル対応、先端技術の活用を全社的な重点課題として捉え、

クラウドソリューション事業とマーケティングソリューション事業それぞれの施策を同時に推進することで、企
業価値の向上と中長期にわたる持続的成長を実現してまいります。

(7) 主要な事業内容(2025年12月31日現在)
当社グループは、ITを活用して企業の経営に関わる課題解決のソリューション提供を行っており、各事業の内

容は次のとおりであります。
① クラウドソリューション事業

統合基幹業務システム「ZAC」及び「Reforma PSA」の開発・販売を中心としたサービスを提供してお
ります。
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② マーケティングソリューション事業
データ分析に基づくウェブ広告の戦略策定・運用・効果検証、ウェブサイトやデジタルコンテンツの制
作、アプリケーションの企画・制作、SNS活用の戦略立案・運用支援等、顧客のマーケティング戦略を戦
術・実行に落とし込んで成果を生み出すための様々なソリューションを提供しております。

(8) 主要な営業所(2025年12月31日現在)
① 当社

名 称 所 在 地
本社 東京都 目黒区
西日本支社 大阪府 大阪市
北海道支社 北海道 札幌市
福岡支社 福岡県 福岡市

② 子会社
国内

名 称 所 在 地
株式会社オロ宮崎 宮崎県 宮崎市
株式会社oRo code MOC 新潟県 新潟市

海外
名 称 所 在 地

欧楽科技(大連)有限公司 中華人民共和国
oRo Vietnam Co., Ltd. ベトナム
oRo Malaysia Sdn. Bhd. マレーシア
oRo(Thailand)Co., Ltd. タイ
台灣奧樂股分有限公司 台湾
大連奥楽広告有限公司 中華人民共和国

(9) 従業員の状況(2025年12月31日現在)
① 企業集団の従業員の状況
従 業 員 数 前連結会計年度末比増減

585 名 39 名増
(注) 従業員数(当社グループから当社グループ外への出向者を除き、当社グループ外から当社グループへの出向者を含む。)には、委

任型執行役員、契約社員、派遣社員、パートタイマー及びアルバイトは含んでおりません。

2026年02月16日 14時32分 $FOLDER; 21ページ （Tess 1.50(64) 20250701_01）



21

② 当社の従業員の状況
従 業 員 数 前期末比増減 平 均 年 齢 平均勤続年数

335 名 25 名増 33.5 歳 6.1 年
(注) 従業員数(当社から社外への出向者を除き、社外から当社への出向者を含む。)には、委任型執行役員、契約社員、派遣社員、パ

ートタイマー及びアルバイトは含んでおりません。

(10) 重要な親会社及び子会社の状況
① 親会社の状況

該当事項はありません。
② 重要な子会社の状況

会 社 名 資 本 金 当 社 の
出資比率 主要な事業内容

欧楽科技(大連)有限公司 70,000
USドル 100.0% クラウドソリューション事業

マーケティングソリューション事業

oRo Vietnam Co., Ltd. 100,000
USドル 100.0% マーケティングソリューション事業

oRo Malaysia Sdn. Bhd. 1,000,000
マレーシアリンギット 100.0% マーケティングソリューション事業

oRo(Thailand)Co., Ltd. 4,000,000
タイバーツ

49.0
［41.0

%
］ マーケティングソリューション事業

台灣奧樂股分有限公司 5,000,000
台湾ドル 100.0% マーケティングソリューション事業

大連奥楽広告有限公司 1,000,000
人民元 100.0% マーケティングソリューション事業

株式会社オロ宮崎 10,000,000
円 100.0% クラウドソリューション事業

マーケティングソリューション事業

株式会社oRo code MOC 10,000,000
円 100.0% クラウドソリューション事業

マーケティングソリューション事業
(注) 1. 当社の出資比率の［ ］は、同意している者の所有割合で外数となっております。

2. 大連奥楽広告有限公司は、欧楽科技(大連)有限公司を通じての間接所有となっております。
3. 2025年7月12日付にてoRo Digital Asia Pte. Ltd.(シンガポール)は清算結了いたしました。
4. 特定完全子会社に該当する子会社はありません。

(11) 主要な借入先(2025年12月31日現在)
該当事項はありません。

2026年02月16日 14時32分 $FOLDER; 22ページ （Tess 1.50(64) 20250701_01）



22

2. 会社の株式に関する事項(2025年12月31日現在)
(1) 発行可能株式の総数 48,000,000株

(2) 発行済株式の総数 15,949,053株 (自己株式365,031株を含む。)

(3) 株 主 数 8,518名

(4) 大 株 主

株 主 名 持 株 数 持株比率

川田 篤 6,008,535 株 38.56 %

日野 靖久 2,713,748 17.41

GOLDMAN, SACHS & CO. REG 798,464 5.12

日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) 671,300 4.31
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 466,300 2.99
NORTHERN TRUST CO. (AVFC) RE NON TREATY
CLIENTS ACCOUNT 308,500 1.98

BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG
(FE-AC) 282,700 1.81

INTERACTIVE BROKERS LLC 273,569 1.76

オロ従業員持株会 254,700 1.63

藤崎 邦生 184,656 1.18
(注) 持株比率は自己株式を控除して計算しております。

(5) 当事業年度中に当社役員に対して職務執行の対価として交付された株式の状況
株式数 交付対象者数

取締役(監査等委員及び社外取締役を除く。) 5,217株 2名
取締役(監査等委員) −株 −名
(注) 当社の株式報酬の内容につきましては、「4．会社役員に関する事項(4)当事業年度に係る取締役の報酬等の額」に記載しており

ます。

(6) その他株式に関する重要な事項
該当事項はありません。
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3. 会社の新株予約権等に関する事項
該当事項はありません。

4. 会社役員に関する事項
(1) 取締役の氏名等(2025年12月31日現在)

氏 名 地位及び担当 重要な兼職の状況

川 田 篤 代表取締役社長執行役員 株式会社日宣 社外取締役

日 野 靖 久 取締役専務執行役員
コーポレート本部長

株式会社オロ宮崎 取締役
株式会社oRo code MOC 取締役
欧楽科技(大連)有限公司 董事
oRo(Thailand)Co., Ltd. Director
oRo Malaysia Sdn.Bhd. Director
台灣奧樂股分有限公司 董事
大連奥楽広告有限公司 董事

前 田 洋 一 取締役
(常勤監査等委員)

株式会社オロ宮崎 監査役
株式会社oRo code MOC 監査役
欧楽科技(大連)有限公司 監事
oRo Vietnam Co., Ltd. Controller
台灣奧樂股分有限公司 監察人
大連奥楽広告有限公司 監事

今 村 由 幾 取締役
(監査等委員) TMI総合法律事務所 カウンセル

田 上 沙 織 取締役
(監査等委員)

株式会社クラダシ 常勤監査役
税理士法人FLAIR 社員税理士

(注) 1. 取締役前田洋一氏、今村由幾氏及び田上沙織氏は、社外取締役であります。
2. 当社は、常勤監査等委員が重要な会議等に出席し情報収集することにより、業務執行取締役の職務執行を常時監視する体制

を確保し、また、会計監査人及び内部監査室との密な連携が図れる体制を構築するとともに、監査等委員会へ報告すること
により社外取締役である監査等委員との情報共有や連携を通じて実効性の高い監査機能を発揮するため、常勤監査等委員を
選定しております。

3. 当社は取締役前田洋一氏、今村由幾氏及び田上沙織氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に
届け出ております。

4. 監査等委員田上沙織氏は、公認会計士及び税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当の知見を有するものであ
ります。

5. 今村由幾氏の戸籍上の氏名は、山内由幾であります。

(2) 責任限定契約の内容の概要
当社と各社外取締役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定

する契約を締結しており、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、同法第425条第1項で定める額を責
任の限度としております。
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(3) 役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しておりま

す。当該保険契約の被保険者は当社及び会社法上の子会社における全ての取締役、監査役、執行役員等であ
り、全ての被保険者について、その保険料を全額当社が負担しております。
当該保険契約により被保険者が会社の役員等の地位に基づき行った行為(不作為を含みます。)に起因して、

損害賠償請求がなされた場合に被保険者が被る損害賠償金や訴訟費用等を塡補することとしております。但
し、法令違反の行為であることを認識して行った行為の場合等、一定の免責事由があります。

(4) 当事業年度に係る取締役の報酬等の額
① 取締役の報酬等の総額

区分 支給人数
(名)

報酬等の種類別の総額(千円) 計
(千円) 摘要

固定報酬 業績連動
報酬 株式報酬

取締役(監査等委員を除く。)
(うち社外取締役)

2
(ー)

44,996
(ー)

31,047
(ー)

13,496
(ー)

89,540
(ー)

取締役(監査等委員)
(うち社外取締役)

3
(3)

28,200
(28,200) ー ー 28,200

(28,200)

計 5 73,196 31,047 13,496 117,740

② 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針
当社は取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を定めており、その概要は以下

のとおりです。当該取締役会の決議に際しては、指名報酬委員会へ諮問し、答申を受けております。
短期及び中長期の業績と企業価値の向上を促進し、持続的成長に不可欠な人材の確保が可能であること、

当社が重視する経営指標に基づき、その職務・業績への貢献及び経営状況に見合うものであり、同業他社と
のバランスを考慮した水準とすることを基本方針としております。
具体的には、取締役(監査等委員を除く。)の報酬等は、「固定報酬」に加えて、業績の反映及び株主との価

値共有という観点から、「業績連動報酬」、「株式報酬」により構成しております。
固定報酬は、金銭にて支給するものであり、役位別に定められた報酬額を支給しております。
業績連動報酬は、短期インセンティブとして金銭にて支給するものであり、前事業年度における連結営業

利益に役位別に定められた割合を乗じた額を支給しております。
株式報酬は、中長期インセンティブとして譲渡制限付株式を付与するものであり、取締役会決議に基づ

き、株主総会で承認を得た譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭報酬債権の総額の範囲内で対象取締
役に対し役位別に定められた額の金銭報酬債権を支給し、対象取締役は当該金銭報酬債権の全部を現物出資
の方法で払い込むことで、当社の普通株式の発行又は処分を受けております。
支給割合は、代表取締役社長執行役員で概ね固定報酬5割、業績連動報酬3割及び株式報酬2割を目安と

し、上位役位ほど業績連動性の高い体系としております。
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取締役(監査等委員を除く。)の個人別の報酬等の額については、指名報酬委員会の答申を得たうえで取締
役会での決議により決定しております。
当事業年度に係る取締役(監査等委員を除く。)の個人別の報酬等の内容は、指名報酬委員会が本決定方針

との整合性を含む検討のうえ答申を行い、取締役会において当該答申を尊重して決定しているため、当該方
針に沿っているものと判断しております。
業績連動報酬に係る指標は、当社が重視する経営指標である連結営業利益となっております。2025年度

の業績連動報酬の算定に用いた2024年度の連結営業利益は2,720百万円となっております。
なお、取締役(監査等委員)の報酬等は、客観的立場より取締役(監査等委員を除く。)の職務の執行を監査

する立場にあることを考慮して「固定報酬」のみで構成しております。
取締役(監査等委員)の報酬等は、取締役(監査等委員)の協議により決定しております。

③ 取締役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
2022年3月25日開催の第24期定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬

限度額は年額200百万円以内(うち社外取締役分は年額15百万円以内)、監査等委員である取締役の報酬限度
額は年額35百万円以内と決議しております。当該株主総会終結時点の取締役(監査等委員である取締役を除
く。)の員数は5名(うち社外取締役1名)、監査等委員である取締役の員数は4名です。
2022年3月25日開催の第24期定時株主総会において、取締役の報酬限度額とは別枠で取締役(監査等委員

である取締役及び社外取締役を除く。)に対して譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭報酬債権の総額
を年額50百万円以内(割り当てる譲渡制限付株式数としては、年15,000株以内)とすることを決議しており
ます。当該株主総会終結時点の当該決議の対象となる取締役の員数は4名です。なお、2023年3月24日開催
の第25期定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)の退任時の取扱
い及び譲渡制限の解除について改定を決議しております。当該株主総会終結時点の当該決議の対象となる取
締役の員数は2名です。
2022年3月25日開催の第24期定時株主総会において、海外赴任をする取締役(監査等委員である取締役及

び社外取締役を除く。)に対して、借上げ社宅を提供するとともに、海外赴任により生ずる子女の教育費の追
加費用を金銭に非ざる報酬額としております。この場合に会社が負担する金銭に非ざる報酬の限度額は、取
締役一人当たり月額500千円以内とすることを決議しております。当該株主総会終結時点の当該決議の対象
となる取締役の員数は4名です。
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(5) 社外役員に関する事項
① 他の法人等との重要な兼職の状況及び当社と当該他の法人等との関係

取締役(監査等委員)今村由幾氏は、TMI総合法律事務所のカウンセルであります。当社と当該兼職先との
間には特別な利害関係はありません。
取締役(監査等委員)田上沙織氏は、株式会社クラダシ常勤監査役及び税理士法人FLAIR社員税理士であり

ます。当社と各兼職先との間には特別な利害関係はありません。
② 当事業年度における主な活動状況
(a)取締役会及び監査等委員会への出席状況

取締役会(14回開催) 監査等委員会(14回開催)

出席回数 出席率 出席回数 出席率
取締役(監査等委員)
前田 洋一 14回 100% 14回 100%
取締役(監査等委員)
今村 由幾 14回 100% 14回 100%
取締役(監査等委員)
田上 沙織 14回 100% 14回 100%

(注) 上記の取締役会の開催回数のほか、会社法第370条及び当社定款第25条第2項の規定に基づき、取締役会決議があったものとみ
なす書面決議が1回ありました。

(b)取締役会及び監査等委員会における発言状況及び社外取締役に期待される役割に関して行った職務の概要
・取締役(監査等委員)前田洋一氏は、事業会社における長年にわたる豊富な経験と幅広い知識に基づき、取
締役会において独立した客観的な立場から適宜質問や助言、提言を行い、取締役会の意思決定の妥当性及
び適正性を確保するための適切な役割を果たしております。また、監査等委員会において、常勤監査等委
員として監査状況を報告するとともに、監査結果についての意見交換、監査に関する重要事項の協議等を
同委員長として行っております。さらに、上記以外に任意の指名報酬委員会に委員長として参加し、期待
される役割を果たしております。

・取締役(監査等委員)今村由幾氏は、弁護士としての専門的見地から、取締役会において独立した客観的な
立場で適宜質問や助言、提言を行い、取締役会の意思決定の妥当性及び適正性を確保するための適切な役
割を果たしております。また、監査等委員会において監査結果についての意見交換、監査に関する重要事
項の協議等を行っております。さらに、上記以外に任意の指名報酬委員会に参加し、期待される役割を果
たしております。

・取締役(監査等委員)田上沙織氏は、公認会計士としての専門的見地から、取締役会において独立した客観
的な立場で適宜質問や助言、提言を行い、取締役会の意思決定の妥当性及び適正性を確保するための適切
な役割を果たしております。また、監査等委員会において監査結果についての意見交換、監査に関する重
要事項の協議等を行っております。
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5. 会計監査人の状況
(1) 会計監査人の名称
有限責任 あずさ監査法人

(2) 当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額
① 当事業年度に係る会計監査人としての報酬等の額 55,700千円
② 当社及び子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額 55,700千円
(注) 1. 当社監査等委員会は、会計監査人から説明を受けた当事業年度の監査計画の監査日数や人員配置等の内容、前事業年度の監

査実績の検証と評価、会計監査の遂行状況の相当性、報酬の前提となる見積りの算出根拠を精査した結果、会計監査人の報
酬等につき、会社法第399条第1項の同意を行っております。

2. 当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の監査報酬等の額を明確
に区分しておらず、実質的に区分できませんので、当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額にはこれらの合計額を記載し
ております。

3. 当社の一部の連結子会社につきましては、当社の会計監査人以外の監査法人の監査を受けております。
4. 当社は会計監査人に対して、公認会計士法第2条第1項の監査証明業務以外の業務を委託しておりません。

(3) 会計監査人の解任又は不再任の決定の方針
当社監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項の各号のいずれかの項目に該当すると認められる

場合、監査等委員全員の同意により会計監査人を解任いたします。この場合、当社監査等委員会が選定した監
査等委員は解任後最初に招集される株主総会において、解任の旨及びその理由を報告します。
また、上記の場合のほか、会計監査人の適格性、独立性を害する事由の発生により、適正な職務の遂行が困

難と認められる場合、当社監査等委員会は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の
内容を決定いたします。

(4) 責任限定契約の内容の概要
該当事項はありません。
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6. 会社の体制及び方針
(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】

① コーポレート・ガバナンスに関する基本方針
当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本方針は以下のとおりです。
オログループの経営理念は「社員全員が世界に誇れる物(組織・製品・サービス)を創造し、より多くの

人々(同僚・家族・取引先・株主・社会)に対してより多くの「幸せ・喜び」を提供する企業となる。その
ための努力を通じて社員全員の自己実現を達成する。」です。
オログループでは、その経営理念の実現に向け、高い倫理観を持って事業活動を行う企業風土を構築す

るために、「オログループ活動指針」を定めています。
a.コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社のコーポレート・ガバナンスは、企業価値の継続的な向上を目指し、社会・経済環境の変化に迅速

に対応できる組織体制を確立し維持することを意味します。
取締役会で選任された執行役員は、コーポレート・ガバナンスの実現を目指して「オログループ活動指

針」を実践し、オログループ内の従業員に対して「オログループ活動指針」を浸透させ、実践状況を監督
します。取締役会は、「オログループ活動指針」及び金融商品取引所が定める「コーポレートガバナン
ス・コード」の趣旨に賛同し、透明性が高く柔軟な組織とシステムを構築し、株主と当社の顧客に対する
責任を果たします。
内部統制システムは、オログループの業務執行の適正を確保するための仕組みです。オログループ内の

全ての役職員は、「オログループ活動指針」の実践を通じて、業務の適正を確保しています。当社は取締
役会において、内部統制システムの基本方針を定め、業務執行体制を構築しております。取締役会はこの
基本方針の運営及び業務執行を監督します。監査等委員会は独立した立場から、内部統制システムの整
備・運用状況を含めて取締役(監査等委員である取締役を除く。)の職務執行を監査します。
取締役会は上記の基本的な考え方に基づき、株主総会で承認された定款の規定に従って、以下のように

コーポレート・ガバナンス体制を構築し、コーポレート・ガバナンスの強化に取り組みます。
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b.コーポレート・ガバナンス体制

(a) 取締役会
当社の取締役会は、取締役5名(うち社外取締役3名)で構成されており、代表取締役が議長を務め

ております。月1回の定時取締役会を開催するほか、必要に応じて臨時取締役会を開催しておりま
す。取締役会では、法定事項並びに経営及び業務執行に関する重要事項の審議、決議及び報告を行
っております。また、当社の取締役会では、過半数を占める社外取締役の視点も踏まえた取締役の
業務執行の監督を実施しております。
取締役会は、取締役の職務の執行に係る情報を、法令及び「文書管理規程」を含む社内規程に従

い、文書(電磁的記録含む)により作成、保存、管理する体制を維持しております。
(2025年12月31日時点の構成員)
取締役 川田篤(議長)、日野靖久
社外取締役 前田洋一、今村由幾、田上沙織
なお、社外取締役の全員が独立役員であります。

(取締役会の当事業年度の活動状況)
当事業年度は合計14回開催し、個々の取締役の出席状況については次のとおりであります。
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氏名 開催回数 出席回数

川田 篤 14回 14回

日野 靖久 14回 14回

前田 洋一 14回 14回

今村 由幾 14回 14回

田上 沙織 14回 14回

(注) 上記の取締役会の開催回数のほか、会社法第370条及び当社定款第25条第2項の規定に基づ
き、取締役会決議があったものとみなす書面決議が1回ありました。

当事業年度での一回当たりの開催所要時間は、約1時間10分でした。年間を通じ次のような報
告、審議、決議がなされました。

報告事項:経営戦略・目標進捗報告、業務執行状況報告、各委員会報告(リスク・コンプライアン
ス、サステナビリティ、指名報酬、健康経営推進)、監査等委員会監査報告、内部監査報告、株主総
会議決権行使結果報告、経営理念・行動準則の浸透状況報告、内部統制整備状況、検出事項報告、
内部通報状況報告 等
決議事項:方針改定(コーポレート・ガバナンスに関する基本方針、グループ・コンプライアンス

方針、グループ人材方針、財務報告に係る内部統制の基本方針、子会社権限委譲方針)、規程改定
(職務権限規程、リスク管理規程、内部通報規程)、財務報告に係る内部統制の基本計画、年度目標、
剰余金の配当案、自己株式の消却 等
審議事項:経営戦略・課題、サステナビリティの取り組み、コーポレート・ガバナンス体制、取締

役会の構成・スキルマトリックス、株主還元(配当・自己株式取得・優待制度) 等

(取締役会の実効性評価)
当社は、取締役会の実効性向上のため、毎年、取締役会の実効性について分析・評価を実施して

おります。2025年度の取締役会を対象とする分析・評価結果の概要は、次のとおりとなっており
ます。
なお、取締役会の実効性の分析・評価においては、取締役会に参加する取締役自身の意見や意見

を受けた取締役会での審議による評価が有効であると考えており、現時点では第三者による評価は
実施しておりません。
(ア)評価方法
取締役会の実効性に関するアンケートを取締役全員に実施いたしました。アンケート結果に基づ

き取締役会において審議いたしました。
<アンケート項目>
取締役会開催頻度・審議時間・議事進行・議案峻別、議論の絞り込み、自由に発言できる雰囲気
提出資料の内容・分量、情報提供の過不足、議案説明、資料検討時間の確保
業務執行状況の情報・状況把握、ガバナンス・内部統制・リスク管理体制議論
経営環境・経営戦略・経営課題議論、持続的な成長に向けた重要課題議論、株主への利益還元
トレーニング機会の提供・費用支援、関連当事者管理
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個々の取締役自身のリスク理解・事前準備、問題提起・意見表明等
(イ)評価結果の概要
実効性の分析・評価の結果、全16項目中、14項目について、「十分に適切」と「概ね適切」との

評価を受けており、取締役会の形式面の実効性が確保されてきていることが確認されております。
一方で、「資料検討時間の確保」、「経営環境・経営戦略・経営課題議論」、「持続的な成長に向けた
重要課題議論」については課題ありとの評価をうけております。
(ウ)前年度の課題対応への評価
前年度の課題対応として、次の項目に取り組んでまいりました。
ⅰ)「経営環境・経営戦略・経営課題議論」として、各事業の中長期戦略、方針、取り組みや目

標の進捗状況や対応について、随時、取締役会へ報告し、審議いたしました。
ⅱ)「持続的な成長に向けた重要課題議論」として、サステナビリティ委員会を取締役、執行役

員中心の構成に変更したうえで、取り組み状況、人的資本に関する会社の状況を定期的に取
締役会へ報告し、審議いたしました。

上記の取り組みをいたしましたが、実効性の分析・評価の結果、「持続的な成長に向けた重要課
題議論」、「経営環境・経営戦略・経営課題議論」については、依然、改善の必要があるとの評価を
うけており、持続的な成長・中長期的な企業価値の向上に向けて、取締役会がどのような役割・責
務を果たすべきかが問われております。
(エ)課題への今後の対応
以上の評価を踏まえて取締役会で審議をした結果、2026年度は以下の項目を中心とした取り組

みを強化していくことといたしました。
ⅰ)中長期的な経営戦略・方針の議論について、各事業の中長期戦略、方針、具体的な取り組み

や目標の進捗状況、分析、対応を執行側の議論を含めて定期的に報告し、取締役会での議論
を深めてまいります。

ⅱ)持続的な成長に向けた重要課題について、サステナビリティ委員会、リスク・コンプライア
ンス委員会等での議論や取り組み状況、人的資本に関する会社の状況を執行側の議論を含め
て定期的に報告し、社外取締役との情報の非対称性を軽減して、取締役会での議論を深めて
まいります。

(b) 監査等委員会
当社の監査等委員会は、監査等委員である取締役3名(うち社外取締役3名)で構成されており、社

外取締役が委員長を務めております。月1回の定時監査等委員会を開催するほか、必要に応じて臨
時監査等委員会を開催いたします。監査等委員会では、監査等委員会で定めた監査方針、監査計
画、職務分担等に従い行った監査内容の報告及び必要となる審議、決議を行っております。
また、監査等委員会の職務を適正に行うため、下記の体制を整備しております。

(ア)監査等委員会の職務を補助すべき使用人に関する事項及びその使用人の取締役からの独立性に関
する事項並びに指示の実効性確保に関する事項
ⅰ)監査等委員会が必要とした場合、監査等委員会の職務を補助するための監査等委員会補助使

用人を置くものとし、その人選については監査等委員会で協議します。
ⅱ)監査等委員会補助使用人の取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性を確保す

るため、監査等委員会補助使用人の任命、異動、評価、解任等については監査等委員会と事
前協議し、同意を得るものとします。

ⅲ)監査等委員会補助使用人は、監査等委員会の職務を補助するに際しては、監査等委員会の指
揮命令に従うものとし、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の指揮命令は受けないも
のとします。
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(イ)取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人が監査等委員会に報告するための体制
ⅰ)当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人が監査等委員会に報告をするた

めの体制
イ 監査等委員は、取締役会の他、必要に応じて、一切の社内会議に出席し、報告を求める

権限を有します。
ロ 取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人は、定期的に監査等委員会へ内部統

制の状況等の報告を行い、内部監査室は、内部監査の計画及び結果を定期的に報告しま
す。

ハ 取締役及び使用人は、重大な法令・定款違反及び不正行為の事実、又は会社に著しい損
害を及ぼす恐れのある事実を知ったときには、速やかに監査等委員会に報告します。

ⅱ)子会社の取締役、監査役及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者が当社の監査等委員
会に報告するための体制
当社の監査等委員会の要請に応じて業務の執行状況の報告を行うとともに、重大な法令・

定款違反及び不正行為の事実、又は当社及び子会社に著しい損害を及ぼす恐れのある事実を
発見した時は、直ちに当社の監査等委員会へ報告します。

(ウ)前号の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な扱いを受けないことを確保するた
めの体制

監査等委員会への報告を行った取締役及び使用人に対し、当該報告をしたことを理由として
不利な扱いを行うことを禁止します。

(エ)監査等委員の職務執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
監査等委員の職務執行について生ずる費用等の請求の手続きを定め、監査等委員から前払い

又は償還等の請求があった場合には、当該請求に係る費用が監査等委員の職務の執行に必要で
ないと明らかに認められる場合を除き、所定の手続きに従い、これに応じます。

(オ)その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
ⅰ)監査等委員として、企業経営に精通した経験者・有識者や公認会計士等の有資格者を招聘

し、社長や取締役(監査等委員である取締役を除く。)等、業務を執行する者からの独立性を
保持します。

ⅱ)監査等委員会は、社長との定期的な会議を開催し、意見や情報交換を行います。
ⅲ)監査等委員会と内部監査室は、緊密な連携のうえ、監査計画を作成します。また監査等委員

会は、必要に応じて内部監査室に調査を指示することができます。内部監査室は、監査等委
員会の指示による職務に際しては、監査等委員会の指揮命令に従うものとし、社長の指揮命
令は受けないものとします。

ⅳ)内部監査室の人員の任命、異動、評価、解任等については、監査等委員会と事前協議し、同
意を得るものとします。

(2025年12月31日時点の構成員)
監査等委員である取締役 前田洋一(常勤、委員長)、今村由幾(非常勤)、田上沙織(非常勤)
なお、社外取締役全員が独立役員であります。
常勤監査等委員前田洋一氏は、事業会社における長年にわたる豊富な執行経験と幅広い知識、並

びに公認内部監査人の国際資格を有しグループガバナンスや内部統制にも精通しております。
非常勤監査等委員今村由幾氏は、弁護士であり広告に関する実務及び法律の専門的な知識・経験
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等を有しております。
非常勤監査等委員田上沙織氏は、公認会計士であり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有

しております。

(監査等委員会の当事業年度の活動状況)
当事業年度は合計14回開催し、個々の監査等委員の出席状況については次のとおりであります。
氏名 開催回数 出席回数

前田 洋一 14回 14回

今村 由幾 14回 14回

田上 沙織 14回 14回

当該事業年度での一回当たりの開催所要時間は約1時間30分でした。年間を通じ次のような決
議、報告、審議・協議がなされました。

決議事項:監査報告書、事業報告･計算書類承認、監査等委員としての職務執行状況確認書策定、
取締役の選任・報酬等についての意見陳述権行使の要否、選定監査委員・特定監査委員・監査等委
員会委員長の選定、監査等委員会関連規則/監査基準等の改定要否、監査等委員会監査方針・監査
計画・職務分担・監査費用予算、会計監査人の再任と報酬等の同意、監査等委員報酬額の決定 等
報告事項:常勤監査等委員による月次監査実施状況報告(国内外子会社及び国内事業所への往査結

果や役員会等での重要決議、事業部長･グループ長等へのヒアリング結果、その他重要会議結果)、
内部監査結果及びフォローアップ状況報告(年4回)と年次計画、指名報酬委員会活動報告、リスク・
コンプライアンス委員会、サステナビリティ委員会、情報セキュリティ・マネジメントシステムの
運用状況、ISMS・PMS監査結果報告、会計監査人の再任に向けた評価 等
審議・協議:取締役会への監査等委員会監査実施状況及び活動報告、CGコードへの対応状況確認、

グループ内部統制システムの整備・運用状況の評価と監査調書、女性の活躍と女性管理職比率向
上、内部通報(相談)事案、グループ内部通報制度の充実、監査等委員会の実効性自己評価 等
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当事業年度における重点監査項目及び監査活動の概要は次に記載のとおりです。
重点監査項目 主な監査活動実績

CGコードにより定められた企業統治の
ガイドラインへの取締役会対応状況評価

① 議決権行使の判断材料として、事前に詳細な説明を求
め、取締役会における議論を通じて監督した。
② 取締役会の実効性自己評価による振り返りを実施し、
取締役会対応への課題を抽出し、改善を促した。
③ 主に人的資本への投資、女性の活躍に関する議論を自
由闊達に実施した。

取締役会及び取締役の職務執行状況の確
認と監査

① 経営会議及び取締役会での審議と重要な案件及び施策
での決定プロセスの適正と効率的事業運営を評価した。
② 経営会議、リスク・コンプライアンス委員会、サステ
ナビリティ委員会等重要会議への常勤監査等委員による
出席と必要に応じての助言を実施した。
③ 取締役との定期的会合、及び執行役員からの聴取、事
業所・国内外子会社への往査を実施し、事業運営及び組
織経営の監査並びに機動力向上への助言を行った。

海外子会社及びマーケティングソリュー
ション事業の業績圧力下での統制環境を
はじめとする内部統制の運用状況の監視
と助言

① 常勤監査等委員による支社、国内･海外子会社等全て
の拠点往査を実施し、マーケティングソリューション事
業をはじめグループ全体の横断的事業･組織運営に関わる
統制環境、リスク管理体制及びコンプライアンス体制等
グループ内部統制の整備・運用状況の評価を行い、拠点
長への改善指摘・助言を行った。特に、親会社による海
外子会社のグループガバナンスや権限委譲の適切性を評
価し、改善を促した。
② 往査時にグループ内部通報制度の活用促進を行い、不
正リスク/コンプライアンス違反の兆候がないか確認し
た。

サステナビリティ経営に資する多様な中
核人材の確保と育成の進捗状況評価(新
人事制度導入と人材戦略、人材開発プロ
グラム等)

① 業務執行取締役との定期的フリーディスカッションを
実施し、主に人的資本への投資、女性の活躍に関する議
論等サステナビリティ経営に関する意見交換を行った。
② 経営戦略会議・人事会議における検討、及び経営人材
育成を目的とする研修等中核人材の確保と育成のプログ
ラムの実効性を評価した。
③ 監査等委員会の場での現場状況の共有と意見交換を行
った。
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重点監査項目 主な監査活動実績

会計監査人･内部監査室との連携、内部
監査人の育成支援

① 内部監査室による内部監査及びフォローアップ実施状
況報告(監査等委員会で年4回)、及び内部監査年次計画へ
の意見交換を実施している。
② コーポレート本部、内部監査室で保有する監査対象先
の基礎データの共有を受け、監査等委員監査の効率化を
図っている。
③ 常勤監査等委員と内部監査室の週次会議で、内部監査
とフォローアップ状況、及び監査等委員(会)監査結果等の
共有を行い目線合わせを行うと同時に、組織経営・事業
監査のあり方等の指南による内部監査人材育成に努めて
いる。
④ 会計監査人とは以下の取り組みを実施し連携を図って
いる。
・四半期レビュー報告と課題抽出、内部統制改善案協議
・会社法・金融商品取引法監査、及び内部統制監査報告
と意見交換
・リスクベースでの監査テーマに関する意見交換(不正シ
ナリオ含む)、監査計画及び監査報酬案協議
・会計監査人作成の子会社リスクスコアリング結果を基
に意見交換
・その他KAMやグループガバナンス等についてのディス
カッション
・会計監査人の品質管理体制や職務執行体制等のヒアリ
ング

常勤監査等委員の活動では、取締役会に加えて、経営戦略会議、経営幹部・国内外子会社社長に
よる週次報告会議、リスク・コンプライアンス委員会、サステナビリティ委員会、人事関連会議及
び新規事業進捗会議等の重要な会議に出席し、経営の意思決定のプロセスや内部統制の環境の整
備・運用状況の監査を行うとともに、経営の豊富な経験と幅広い見識を活用して、独立・中立の立
場から客観的に意見を述べています。また、重要な決裁書類等を閲覧し、適正に意思決定が行われ
ていることを確認するほか、事業所、国内外子会社を往査し、それらの経営幹部及び社員との面談
による情報収集や意見交換等を通じて、経営課題や事業等のリスクに関する認識を共有し、監査の
環境整備に努めています。
これらの監査状況は月次で監査等委員会にて共有しています。

(c) 指名報酬委員会
当社は、2022年3月25日付で取締役会の任意の諮問機関として、委員の過半数を独立社外取締

役とする指名報酬委員会を設置しております。独立社外取締役及び取締役の計3名で構成されてお
り、独立社外取締役が委員長を務めております。指名報酬委員会は、取締役の指名、報酬等に対し
経営から独立した立場で関与することで、決定プロセスの透明性・客観性を高め、経営の監視・監
督機能を強化することを目的としております。取締役候補者の指名、後継者計画等及び取締役の報
酬等の公正・妥当性について、指名報酬委員会における審議を経たうえで取締役会に答申され、決
定されるプロセスとしております。
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(2025年12月31日時点の構成員)
独立社外取締役 前田洋一(常勤、委員長)、今村由幾(非常勤)
取締役 川田篤

(指名報酬委員会の当事業年度の活動状況)
当事業年度は合計4回開催し、個々の指名報酬委員の出席状況については次のとおりであります。
氏名 開催回数 出席回数

前田 洋一 4回 4回
今村 由幾 4回 4回
川田 篤 4回 4回

当事業年度での一回当たりの開催所要時間は、約1時間10分でした。年間を通じ次のような審
議、決議がなされました。

決議事項:指名報酬委員会委員長選定、取締役・委任型執行役員選任議案原案、代表取締役選定議
案原案、取締役・委任型執行役員個別報酬議案原案 等
審議事項:年次活動計画策定、株主総会議決権行使状況、取締役会の構成(監査等委員でない社外

取締役の任用)、社長後継者人材育成、報酬構成(構成比率、株式報酬制度)、業績評価指標、取締
役・委任型執行役員の評価・報酬決定方法、役員報酬開示 等

(d) 会計監査人
当社は有限責任あずさ監査法人が監査を実施しております。同監査法人及び当社監査に従事する

同監査法人の業務執行社員と当社の間には、特別な利害関係はありません。
また、当社の監査等委員会及び内部監査室は、会計監査人と監査実施内容に関する情報交換を定

期的に実施します。その際、監査結果や監査法人が把握した内部統制の状況及びリスクの評価等に
関する意見交換を行い、緊密な連携を図っております。

(e) 業務執行・内部統制体制
オログループ内の役職員は、「オログループ活動指針」の実践を通じて、業務の適正を確保して

おります。当社は取締役会において、以下の内部統制システムの基本方針を定め、業務執行体制を
構築しております。

(ア)経営戦略会議及び週次報告会議等、業務執行が効率的に行われることを確保するための体制
ⅰ)経営の意思決定・監督機能と業務執行機能を分離し、各機能の強化及び取締役会の最適化を

図ることを目的として執行役員制度を導入しております。取締役会で決定した基本方針に従
ってその監督のもと、与えられた権限の範囲内で、担当業務の意思決定及び業務執行を行う
こととしております。執行役員は「経営会議規程」に従い、経営戦略会議及び週次報告会議
にて、取締役会付議事項等オログループの経営上の審議事項を協議し業務の執行状況を報告
しております。
経営戦略会議は、社長執行役員、専務執行役員、常務執行役員、執行役員及び常勤監査等

委員である取締役の計9名で構成され、社長執行役員が議長を務めております。月1回開催
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し、経営の基本方針及び重要な施策に関する事項、取締役会に提出する議案に関する事項等
経営課題の審議・決定を行っております。
週次報告会議は、社長執行役員、専務執行役員、常務執行役員、執行役員、常勤監査等委

員である取締役、グループ会社役員3名及び海外事業従業員1名の計13名で構成され、週1回
開催し、権限に基づいた意思決定のほか、業績の進捗状況等その他業務上の報告を行い情報
の共有を図っております。
執行役員は、経営計画に基づく各部門の目標と責任を明確にするとともに、予算と実績の

差異分析を通じて所期の業績目標の達成を図っております。
ⅱ)意思決定の迅速化のため、「組織規程」「職務分掌規程」及び「職務権限規程」等の社内規程

を整備し、役割、権限、責任を明確にしております。
ⅲ)財務報告の信頼性を確保するため、経理規程類を整備するとともに、「財務報告に係る内部

統制の整備に関する基本方針」を定め、財務報告において不正や誤謬が発生するリスクを管
理し、予防及び牽制機能を整備・運用・評価し、不備があれば是正していく体制を整備して
おります。なお、全社的な内部統制、ITに係る全般統制、決算・財務報告プロセス及びその
他業務プロセスに係る内部統制について、基本計画を策定のうえ整備・運用を実施してお
り、その有効性について、統制実施部署による自己評価及び内部監査室による評価を実施し
ております。

(2025年12月31日時点の経営戦略会議の構成員)
社長執行役員 川田篤(議長)
専務執行役員 日野靖久
常務執行役員 生本博士、清宮理慎
執行役員 佐々木陽一郎、竹内正也、吉田奨、後藤歩
常勤監査等委員である取締役 前田洋一

(2025年12月31日時点の週次報告会議の構成員)
社長執行役員 川田篤
専務執行役員 日野靖久
常務執行役員 生本博士、清宮理慎
執行役員 佐々木陽一郎、竹内正也、吉田奨、後藤歩
常勤監査等委員である取締役 前田洋一
グループ会社役員 3名
海外事業従業員 1名

(イ)リスク・コンプライアンス委員会
リスク・コンプライアンス委員会は、社長執行役員、専務執行役員、常務執行役員、常勤監

査等委員である取締役及び法務部門従業員1名の計6名で構成され、社長執行役員が委員長を務
めております。リスク管理の基本事項を定めた「リスク管理規程」に従い、定期的に開催さ
れ、オログループのリスクの分析、リスク対応政策の進捗状況等の報告及び情報共有を行って
おります。また、リスクが顕在化した場合には、社長執行役員がリスク・コンプライアンス委
員会を招集し、リスク対応とリスク防止策を検討いたします。リスク・コンプライアンス委員
会の運営状況は、委員長から定期的に取締役会に報告しております。
なお、リスク・コンプライアンス委員会に情報セキュリティマネジメントシステム、個人情

報保護マネジメントシステムを組込み、個人情報を含めた情報管理に関するセキュリティ対策
を講ずるとともに、役員及び従業員を対象とした研修を実施して情報の適正管理に努めており
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ます。
不測の事態が発生した場合には、社長執行役員の指揮下に対策本部を設置し、必要に応じて

顧問弁護士事務所等の外部専門機関とともに、迅速かつ的確な対応を行い、損失・被害等の拡
大を最小限にとどめる体制を整えております。
当社は、企業価値向上のためにはコンプライアンスの徹底が必要不可欠であると認識してお

り、リスク・コンプライアンス委員会にて対策を検討し、以下の施策を実施しております。
ⅰ)「企業倫理規程」を制定し、これに従い、全役職員が法令等を遵守した行動、高い倫理観を

もった行動をとることを周知徹底しております。また、コンプライアンス意識の徹底・向上
を図るための方策として、全役職員を対象とした、コンプライアンスの基本や業務上必須な
情報管理等に関する研修会を実施し、継続的な教育・普及活動を行っております。

ⅱ)社会の秩序や企業の健全な活動に脅威を与える反社会的勢力に対しては、関係機関との連携
を含め会社全体で毅然とした態度で臨むものとし、反社会的勢力とは一切の関係を遮断して
おります。また、警察や関係機関並びに弁護士等の専門機関と連携を図りながら、引き続き
反社会的勢力を排除するための体制の整備を推進しております。

ⅲ)法令違反行為等に関する通報に対して適切な処理を行うため、「内部通報規程」を定め、こ
れに基づき、法令・定款その他社内規則に対する違反事実やそのおそれがある行為等を早期
に発見し是正することを目的とする内部通報体制の運用を行っております。

(2025年12月31日時点の構成員)
社長執行役員 川田篤(委員長)
専務執行役員 日野靖久
常務執行役員 生本博士、清宮理慎
常勤監査等委員である取締役 前田洋一
法務部門従業員 1名

(ウ)サステナビリティ委員会
サステナビリティ委員会は、社長執行役員、専務執行役員、常務執行役員、常勤監査等委員

である取締役及び経営企画部門従業員1名の計6名で構成され、社長執行役員が委員長を務めて
おります。職務の基本事項を定めた「サステナビリティ委員会規程」に従い、定期的に開催さ
れ、オログループのサステナビリティ方針策定、サステナビリティの取り組み進捗状況等の報
告及び情報共有を行っております。サステナビリティ委員会の運営状況は、委員長から定期的
に取締役会に報告しております。これにより、オログループのサステナビリティに関する取り
組みの推進に努めております。

(2025年12月31日時点の構成員)
社長執行役員 川田篤(委員長)
専務執行役員 日野靖久
常務執行役員 生本博士、清宮理慎
常勤監査等委員である取締役 前田洋一
経営企画部門従業員 1名

(エ)内部監査室
内部監査の独立性・客観性を担保するため、内部監査室は社長直轄の組織としております。

専任の内部監査部門従業員1名により構成され、オログループの組織や制度及び業務が、経営
方針並びに法令及び諸規程に準拠し、効率的な運営となっているかを検証、評価、助言を行っ
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ております。代表取締役社長執行役員の承認又は命に基づき作成した年間の監査計画に従い、
内部統制の整備・運用状況を、業務の有効性・効率性、財務報告等の信頼性、法令遵守、及び
会社資産の保全の観点から評価し、リスク管理、コントロール手段、及びガバナンスの妥当
性・有効性の改善に向けて助言・提言を行っております。これにより、法令違反、不正、誤謬
の防止、正確な情報提供、財産の保全、業務活動の改善に努めております。
監査結果は定期的に代表取締役社長執行役員、取締役会及び監査等委員会に報告していま

す。
常勤監査等委員と内部監査室は、週次での定例会議を実施し、監査対象先基礎データの共

有、監査手法と結果、監査進捗状況、年次計画等について意見交換を行っております。内部監
査室、監査等委員会及び監査法人は監査結果や監査計画等について適宜意見交換を行うことで
連携を図ります。

(オ)その他オログループにおける業務の適正を確保するための体制
ⅰ)当社は、オログループ(企業集団)における人材方針やコンプライアンス方針等の理念体系で

ある「oRo Group Policy」を作成し、企業集団に経営理念の共有・浸透を図り、その業務
の適正を確保します。

ⅱ)子会社は、「関係会社管理規程」に定める協議承認事項・報告事項については、当社へ報告
し、承認を求めるとともに、定期的に業務進捗報告を実施し、経営管理情報・危機管理情報
の共有を図りながら、業務執行体制の適正を確保します。

ⅲ)当社の内部監査室は、子会社を定期的な内部監査の対象とし、監査の結果を当社の社長執行
役員、取締役会及び監査等委員会に報告します。

ⅳ)監査等委員会が選定する監査等委員は、必要に応じて子会社に赴き業務の執行状況を監査し
ます。

ⅴ)当社は、必要に応じて、当社の取締役又は使用人を子会社の取締役として派遣し、当該取締
役又は使用人を通じて、子会社の取締役の職務執行を監督します。

ⅵ)当社は、子会社の取締役、監査役及び使用人からも直接利用できる内部通報制度を構築し、
法令・定款その他社内規則に対する違反事実やそのおそれがある行為等を早期に発見し是正
します。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
(注)本事業報告中の記載金額・株数は、表示単位未満を切り捨てて表示しております。
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連結財政状態計算書
(2025年12月31日現在)

(単位:千円)

科 目 金額
(資産の部)
流動資産 12,431,641

現金及び現金同等物 10,058,039
営業債権及びその他の債権 1,112,306
契約資産 399,873
その他の金融資産 717,702
その他の流動資産 143,719

非流動資産 1,315,728
有形固定資産 807,396
無形資産 170,908
その他の金融資産 118,481
繰延税金資産 172,671
その他の非流動資産 46,270

資産合計 13,747,370

科 目 金 額
(負債の部)
流動負債 2,842,296

営業債務及びその他の債務 440,653
契約負債 1,249,474
リース負債 205,674
未払法人所得税等 344,414
引当金 19,366
その他の流動負債 582,712

非流動負債 551,667
リース負債 432,045
引当金 119,622
負債合計 3,393,964

(資本の部)
親会社の所有者に帰属する持分 10,357,152

資本金 1,193,528
資本剰余金 1,095,202
自己株式 △1,051,399
利益剰余金 9,018,728
その他の資本の構成要素 101,092

非支配持分 △3,746
資本合計 10,353,405
負債・資本合計 13,747,370
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連結損益計算書
(2025年1月1日から2025年12月31日まで)

(単位:千円)

科 目 金額
売上収益 8,307,953
売上原価 2,851,396
売上総利益 5,456,556

販売費及び一般管理費 2,746,226
研究開発費 63,542
その他の収益 14,285
その他の費用 11,801
営業利益 2,649,270

金融収益 29,400
金融費用 21,999
税引前利益 2,656,671

法人所得税費用 761,273
当期利益 1,895,398

当期利益の帰属
親会社の所有者 1,896,738
非支配持分 △1,339
当期利益 1,895,398
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連結持分変動計算書
(2025年1月1日から2025年12月31日まで)

(単位:千円)
親会社の所有者に帰属する持分

資 本 金 資本剰余金 自己株式 利益剰余金
2025年1月1日残高 1,193,528 1,095,202 △313,398 8,202,954
当期利益 1,896,738
その他の包括利益

当期包括利益 − − − 1,896,738
譲渡制限付株式に基
づく報酬取引 19,310 △816
配当金 △561,440
自己株式の取得 △1,276,018
自己株式の消却 518,707 △518,707

所有者との取引額合計 − − △738,000 △1,080,963
2025年12月31日残高 1,193,528 1,095,202 △1,051,399 9,018,728

親会社の所有者に帰属する持分

非支配持分 資本合計
その他の資本の構成要素

合計在外営業活動
体の換算差額 合計

2025年1月1日残高 105,470 105,470 10,283,756 △2,131 10,281,625
当期利益 1,896,738 △1,339 1,895,398
その他の包括利益 △4,377 △4,377 △4,377 △275 △4,652
当期包括利益 △4,377 △4,377 1,892,360 △1,615 1,890,745
譲渡制限付株式に基
づく報酬取引 18,494 18,494
配当金 △561,440 △561,440
自己株式の取得 △1,276,018 △1,276,018
自己株式の消却 − −

所有者との取引額合計 − − △1,818,964 − △1,818,964
2025年12月31日残高 101,092 101,092 10,357,152 △3,746 10,353,405
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連 結 注 記 表
(連結計算書類作成のための基本となる重要な事項に関する注記等)

1. 連結計算書類の作成基準
連結計算書類は、会社計算規則第120条第1項の規定により、国際会計基準(以下、「IFRS」という。)に準拠
して作成しております。なお、本連結計算書類は同項後段の規定により、IFRSで求められる開示事項の一部
を省略しております。

2. 連結の範囲に関する事項
連結子会社の数 8社

連結子会社の名称 欧楽科技(大連)有限公司

oRo Vietnam Co., Ltd.

oRo Malaysia Sdn. Bhd.

oRo(Thailand)Co., Ltd.

台灣奧樂股分有限公司

大連奥楽広告有限公司

株式会社オロ宮崎

株式会社oRo code MOC
oRo Digital Asia Pte. Ltd.は清算結了したため、連結の範囲から除外しております。

3. 連結子会社の事業年度等に関する事項
連結子会社の決算日は、12月31日であり、連結決算日と同一となっております。

4. 会計方針に関する事項
(1)重要な資産の評価基準及び評価方法
① 金融資産
(ⅰ)当初認識及び測定
当社グループは、金融資産について契約の当事者となった取引日で当初認識し、償却原価で測定する金融

資産、公正価値で測定する金融資産に分類しております。
重大な金融要素を含まない営業債権を除いて、全ての金融資産は、公正価値に取引費用を加算した金額で

測定しております。
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(a)償却原価で測定する金融資産
以下の要件をともに充たす場合には、償却原価で測定する金融資産に分類しております。
・契約上のキャッシュ・フローを回収するために金融資産を保有することを目的とする事業モデルに基づ
いて、金融資産が保有されている。

・金融資産の契約条件により、元本及び元本残高に対する利息の支払のみであるキャッシュ・フローが特
定の日に生じる。

なお、営業債権について重要な金融要素を含んでいない場合には、取引価格で測定しております。
(b)公正価値で測定する金融資産
投資先との取引関係の維持又は強化を主な目的として保有する株式等の資本性金融商品については、当初

認識時にその他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産に指定し、当該指定を継続的に適用してお
ります。

(ⅱ)事後測定
金融資産の当初認識後の測定は、以下のとおり測定しております。

(a)償却原価で測定する金融資産
償却原価で測定する金融資産については、実効金利法による総額の帳簿価額から減損損失累計額を控除し

た金額で認識しています。
(b)その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産
株式等の資本性金融商品の公正価値の事後的な変動額はその他の包括利益として認識しております。当該

金融商品を処分した場合は、その他の包括利益を通じて認識された利得又は損失の累計額をその他の資本の
構成要素から利益剰余金に振り替えております。
なお、当該金融資産からの配当金については、「金融収益」に含めて純損益として認識しております。

(ⅲ)金融資産等の減損
償却原価で測定する金融資産及び契約資産の予想信用損失について、損失評価引当金を認識しておりま

す。
損失評価引当金は、期末日ごとに測定する金融資産に係る信用リスクが当初認識時点以降に著しく増大し

ているかどうかの評価に基づき測定しております。金融資産の信用リスクが、当初認識以降に著しく増大し
たと判断した場合、金融資産の予想残存期間の全期間に係る予想信用損失と等しい金額で損失評価引当金を
測定します。金融資産の信用リスクが、当初認識以降に著しく増大していないと判断した場合、期末日後12
か月以内に生じる予想信用損失と等しい金額で損失評価引当金を測定します。但し、営業債権及び契約資産
については、常に全期間の予想信用損失と等しい金額で損失評価引当金を測定しております。
予想信用損失の金額は、当社グループに支払われるべき契約上のキャッシュ・フローの総額と、当社グル

ープが受け取ると見積られる将来キャッシュ・フローとの差額の現在価値として測定し、純損益として認識
しております。その後の期間において損失評価引当金を減額する事象が生じた場合は、損失評価引当金の戻
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入れを純損益として認識しております。
金融資産の全体又は一部分を回収するという合理的な予想を有していない場合は、当該金額を金融資産の

帳簿価額から直接減額しております。

(ⅳ)金融資産の認識の中止
当社グループは、金融資産からのキャッシュ・フローに対する契約上の権利が消滅する場合、又は当社グ

ループが金融資産のキャッシュ・フローを受け取る契約上の権利を譲渡し、当該金融資産の所有に係るリス
クと経済価値のほとんど全てを移転している場合において、金融資産の認識を中止しております。

(2)重要な減価償却資産の減価償却の方法
① 有形固定資産
原価モデルを採用し、取得原価から減価償却累計額及び減損損失累計額を控除した額で測定しておりま

す。
取得原価には、資産の取得に直接関連する費用、解体・除去の原状回復費用が含まれております。
各資産の減価償却費は、それぞれの見積耐用年数にわたり、定額法で計上されております。主要な資産項

目ごとの見積耐用年数は以下のとおりであります。
・建物 3−18年
・工具、器具及び備品 2−10年
・使用権資産 1−10年
なお、見積耐用年数、残存価額及び減価償却方法は、各年度末に見直しを行い、変更があった場合は、会

計上の見積りの変更として将来に向かって適用しております。

② 無形資産
原価モデルを採用し、取得原価から償却累計額及び減損損失累計額を控除した価額で計上しております。
個別に取得した無形資産は、当初認識時に取得原価で測定されます。
無形資産は、当初認識後、それぞれの見積耐用年数にわたって定額法で償却されます。主要な無形資産の

見積耐用年数は以下のとおりであります。
・ソフトウェア 1−10年
・商標権 10年
・特許権 8年
なお、見積耐用年数、残存価額及び償却方法は、各年度末に見直しを行い、変更があった場合は、会計上

の見積りの変更として将来に向かって適用しております。
研究活動に関する支出については、発生時に純損益に認識しています。開発活動に関する支出について

は、資産の認識要件を全て充たすものに関して、資産の認識要件を充たした日から、開発完了までに発生し
た支出の合計額で測定し、連結財政状態計算書に計上しています。
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③ リース
当社グループは、契約の締結時に契約がリースであるか又はリースを含んでいるかを判定しております。

契約が特定された資産の使用を支配する権利を一定期間にわたり対価と交換に移転する場合には、当該契約
はリースであるか又はリースを含んでいると判定しております。
契約がリースであるか又はリースを含んでいると判定した場合、リース開始日に使用権資産及びリース負

債を認識しております。リース負債は未払リース料総額の現在価値で測定し、使用権資産は、リース負債の
当初測定の金額に借手に発生した当初直接コストを調整した取得原価で測定しております。使用権資産及び
リース負債の測定に際しては、実務上の便法を適用し、リース要素とこれに関連する非リース要素は区分せ
ず、単一のリース構成要素として認識することを選択しております。
当初認識後、使用権資産はリース期間にわたって定額法で減価償却を行っております。使用権資産のリー

ス期間は、リースの解約不能期間と延長オプション等を加味して見積っております。
リース料は、利息法に基づき金融費用とリース負債の返済額に配分し、金融費用は連結損益計算書におい

て認識しております。
当社グループは、連結財政状態計算書において、使用権資産を「有形固定資産」に含めて表示しておりま

す。
当社グループは、リース期間が12ヶ月以内の短期リース及びIT機器のリースを含む少額資産のリースにつ

いて、使用権資産及びリース負債を認識しないことを選択しております。当社グループは、これらのリース
に係るリース料をリース期間にわたり定額法により費用として認識しております。

(3)非金融資産の減損
繰延税金資産を除く当社の非金融資産の帳簿価額は、期末日ごとに減損の兆候の有無を判断しておりま

す。減損の兆候が存在する場合は、当該資産又は資金生成単位の回収可能価額を見積っております。
資産又は資金生成単位の回収可能価額は、使用価値と処分コスト控除後の公正価値のうちいずれか大きい

方の金額としております。使用価値の算定において、見積将来キャッシュ・フローは、貨幣の時間的価値及
び当該資産に固有のリスクを反映した税引前割引率を用いて現在価値に割り引いております。減損テストに
おいて個別にテストされない資産は、継続的な使用により他の資産又は資産グループのキャッシュ・インフ
ローから、概ね独立したキャッシュ・インフローを生成する最小の資金生成単位に統合しております。
減損損失は、資産又は資金生成単位の帳簿価額が回収可能価額を超過する場合に純損益として認識いたし

ます。
過年度に認識された減損損失について、損失の減少又は消滅の可能性を示す兆候が存在しているかどうか

について評価を行います。そのような兆候が存在する場合は、当該資産又は資金生成単位の回収可能価額の
見積りを行い、その回収可能価額が、資産又は資金生成単位の帳簿価額を超える場合、減損損失を認識しな
かった場合の帳簿価額から必要な減価償却費又は償却費を控除した後の帳簿価額を超えない金額を上限とし
て、減損損失の戻入れを行います。
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(4)重要な引当金の計上基準
引当金は、過去の事象の結果として、当社グループが、現在の法的又は推定的債務を負っており、当該債

務を決済するために経済的資源の流出が生じる可能性が高く、当該債務の金額について信頼性のある見積り
ができる場合に認識しております。引当金は、見積将来キャッシュ・フローを貨幣の時間的価値及び当該負
債に特有のリスクを反映した税引前の利率を用いて現在価値に割り引いております。時の経過に伴う割引額
の割戻しは「金融費用」として認識しております。
当社グループは引当金として、主に受注損失引当金、製品保証引当金、資産除去債務、株主優待引当金を

認識しています。
① 受注損失引当金
受注契約に係る将来の損失に備えるため、報告期間の末日現在で将来の損失の発生が見込まれ、かつ、当

該損失金額を信頼性のある見積りが可能なものについて、報告期間の末日後に発生が見込まれる損失額を認
識しております。
② 製品保証引当金
ソフトウェアに係る一定期間の製品保証の費用に備えるため、報告期間の末日現在で将来の費用の発生が

見込まれ、かつ、当該費用を信頼性のある見積りが可能なものについて、報告期間の末日後に発生が見込ま
れる費用額を認識しております。
③ 資産除去債務
当社グループが使用する建物の賃貸借契約に付随する原状回復義務等、通常の使用に供する有形固定資産

の除去に関して法令又は契約で要求される法律上の義務を有する場合には、主に過去の実績等に基づき算出
した将来支出の見積額に基づき資産除去債務を認識しております。
④ 株主優待引当金
株主優待制度に伴う費用の発生に備えるため、株主優待制度に基づき、将来見込まれる額のうち報告期間

の負担額を計上しております。

(5)収益及び費用の計上基準
① 収益の認識方法
当社グループでは、顧客との契約について、以下のステップを適用することにより、収益を認識しており

ます。
ステップ1:顧客との契約を識別する。
ステップ2:契約における履行義務を識別する。
ステップ3:取引価格を算定する。
ステップ4:取引価格を契約における履行義務に配分する。
ステップ5:履行義務の充足時に(又は充足するにつれて)収益を認識する。
サービスの種類ごとの履行義務及び収益認識の方法については(収益に関する注記)1．収益の分解に記載し
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ております。
② 収益の表示方法
収益の本人代理人の判定に際しては、その取引における履行義務の性質が、特定された財又はサービスを

顧客に移転される前に支配し、自ら提供する履行義務(すなわち、「本人」)に該当するか、それらの財又はサ
ービスが当該他の当事者によって提供されるように手配する履行義務(すなわち、「代理人」)に該当するかを
基準としております。
当社グループが本人として取引を行っているか、代理人として取引を行っているかの判定に当たっては、

次の指標を考慮しております。
・顧客に対する物品若しくは役務の提供又は注文の履行について、第一義的な責任を有しているか
・顧客による発注の前後、輸送中又は返品の際に在庫リスクを負っているか
・直接的又は間接的に価格を決定する権利を有しているか
当社グループが取引の当事者であると判断した場合には、収益を総額で、代理人であると判断した場合に

は、収益を純額で表示しております。

(6)外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準
機能通貨及び表示通貨
当社グループの連結計算書類は、当社の機能通貨である日本円を表示通貨としており、千円未満を切り

捨てして表示しております。
① 外貨建取引

外貨建取引は、取引日の為替レートで当社グループの各社の機能通貨に換算しております。
期末日における外貨建貨幣性資産及び負債は、期末日の為替レートで機能通貨に換算しております。
換算又は決済により生じる換算差額は、純損益として認識しております。

② 在外営業活動体の財務諸表
在外営業活動体の資産及び負債については、期末日の為替レートを用いて換算しております。在外営業

活動体の収益及び費用については、為替レートが著しく変動している場合を除き、その期間の平均為替レ
ートで換算しております。在外営業活動体の財務諸表の換算から生じる換算差額は、その他の包括利益と
して認識し、その累積額は、非支配持分に配分している部分を除き、その他の資本の構成要素として認識
しております。在外営業活動体の換算差額は、在外営業活動体が処分された期間に純損益として認識され
ます。
在外営業活動体の一部又は全てを処分し、支配、重要な影響力又は共同支配を喪失する場合には、その

在外営業活動体に関連する為替換算差額の累計金額を純損益として認識します。
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(会計上の見積りに関する注記)
(クラウドERPの買取型契約の使用許諾料に係る売上収益の配分期間の見積り)
(1)当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額

クラウドERPの買取型契約のソフトウェアライセンス料に係る売上収益 437,725千円
(2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

クラウドERP ZACは、ソフトウェアライセンス、ソフトウェア保守、システム環境のサービスを組
み合わせて提供することで顧客がシステム利用の便益を享受できるものであるため、単一の履行義務で
あります。ソフトウェアライセンスのうち買取型契約では、ソフトウェアライセンス料を契約当初に一
括して受け取りますが、会計上はそれを顧客に重要な権利が生じていると見込まれる期間にわたって収
益として認識することになります。具体的には、買取型契約の料金がSaaS型契約の月額料金の約30か
月分に相当することに着目し、当該期間にわたり配分し、収益を認識します。
顧客と締結する使用許諾契約書上、契約期間は定められていないため、顧客に重要な権利が生じてい

ると見込まれる期間は、平均的な顧客の利用期間よりも短いことがあり、経営者の判断を伴う会計上の
見積りであります。顧客のニーズの変化や料金体系の変更等により当該期間の見直しが必要となった場
合、翌連結会計年度に係る連結計算書類に重要な影響を及ぼす可能性があります。
なお、当社グループは、ZACソフトウェアライセンスの買取型契約を廃止しているため、当該見積り

に関する重要性は低減しております。

(一定の期間にわたり履行義務を充足し収益を認識する方法における総原価の見積り)
(1)当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額

進捗度に基づき収益を認識した金額 896,245千円
(2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

クラウドERP ZACの導入支援・カスタマイズ及びWEBサイト構築・リニューアル及び受託開発は、
その受注金額あるいは完成までに要する総原価が信頼性をもって見積ることができる場合は、報告期間
の末日において測定した履行義務の充足に係る進捗度に基づいて、当該期間にわたって収益を認識して
おります。この進捗度の測定は、見積総原価に対する発生したコストに基づくインプット法(原価比例
法)を採用しております。
これらの収益認識については、総原価の見積りに依存しており、業務の進捗状況、過去の業務実績等

を踏まえてこれを適時適切に見積もっておりますが、見積総原価の算出にあたって用いられる業務に係
る作業工数、外注価格等は不確実性があるため、業務内容の変更や追加業務の発生等により見直しが必
要となった場合、翌連結会計年度に係る連結計算書類に重要な影響を及ぼす可能性があります。

(連結財政状態計算書に関する注記)
(1)資産から直接控除した損失評価引当金

営業債権及びその他の債権 526千円
その他の金融資産 915千円

(2)有形固定資産の減価償却累計額及び減損損失累計額 1,686,684千円
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(連結持分変動計算書に関する注記)
1. 当連結会計年度末の発行済株式の種類及び総数

普通株式 15,949,053株

2. 当連結会計年度末の自己株式の種類及び数
普通株式 365,031株

3. 配当に関する事項
(1)配当金支払額

決 議 株式の
種類 配当の原資 配当金の

総額(千円)
1株当たり
配当額(円) 基 準 日 効力発生日

2025年3月25日
定 時 株 主 総 会 普通株式 利益剰余金 561,440 35.00 2024年12月31日 2025年3月27日

(2)基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの
次のとおり決議を予定しております。

決 議 予 定 株式の
種類 配当の原資 配当金の

総額(千円)
1株当たり
配当額(円) 基 準 日 効力発生日

2026年3月24日
定 時 株 主 総 会 普通株式 利益剰余金 779,201 50.00 2025年12月31日 2026年3月27日

4. 当連結会計年度末の新株予約権(権利行使期間の初日が到来していないものを除く。)の目的となる株式の種
類及び数
該当事項はありません。

(金融商品に関する注記)
1. 金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針

当社グループは、資金運用については安全性の高い預金等で運用を行っております。
(2)金融商品の内容及びそのリスク

外貨預金は、為替の変動リスクにさらされております。
営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクにさらされております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、ほとんど1年以内の支払期日であります。

(3)金融商品に係るリスク管理体制
財務上のリスク管理
当社グループは、経営活動を行う過程において、財務上のリスク(信用リスク・流動性リスク・為替リス

ク・市場価格の変動リスク)に晒されており、当該財務上のリスクを軽減するために、リスク管理を行って
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おります。

信用リスク管理
信用リスクは、保有する金融資産の相手先が契約上の債務に関して債務不履行になり、当社グループに

財務上の損失を発生させるリスクであります。
営業債権については取引先ごとに期日及び残高を管理しており、財務状況の悪化等の早期把握によりリ

スク軽減を図っております。
連結計算書類に表示されている金融資産の減損後の帳簿価額は、担保の評価額を考慮に入れない、当社

グループの金融資産の信用リスクに対するエクスポージャーの最大値であります。
なお、信用リスクのエクスポージャーに関し、担保として保有する物件及びその他の信用補完するもの

はありません。

信用リスクの集中
当期の連結決算日現在における営業債権のうち11%が特定の大口取引先に対するものであります。

当社グループでは、営業債権をはじめとする金融資産及び契約資産について、信用リスクの著しい増加
の有無等を考慮のうえ、将来の予想信用損失を測定し損失評価引当金を認識しております。信用リスクが
著しく増加しているか否かは、取引先の経営成績、期日経過情報、将来予測等を考慮して判断しておりま
す。信用減損した金融資産及び信用リスクが著しく増加した金融資産は、個別に信用損失を測定しており
ます。それ以外の金融資産については、取引の性質や過去の延滞実績等を考慮してグルーピングし、集合
的に信用損失を測定しております。当社グループでは以下の場合に金融資産が信用減損したと判断してお
ります。
・債務者の重大な財政的困難
・債務者の財政上の困難に関連した譲歩の付与
・債務者の破産等
営業債権及び契約資産については、常に全期間の予想信用損失と同額で損失評価引当金を測定しており

ます。営業債権以外の金融資産については、12か月の予想信用損失と同額で損失評価引当金を測定してお
りますが、信用リスクが著しく増加している場合は、全期間の予想信用損失と同額で損失評価引当金を測
定しております。
なお、当社グループが金融資産の全体又は一部を回収するという合理的な予想を有していない場合は債

務不履行とみなしており、帳簿価額を直接減額しております。
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2. 金融商品の公正価値等に関する事項
当連結会計年度末における金融資産の公正価値と帳簿価額は、以下のとおりであります。なお、公正価

値で測定する金融商品及び帳簿価額と公正価値が極めて近似している金融商品については、以下の表には
含めておりません。

(単位:千円)

帳簿価額 公正価値

金融資産
償却原価で測定する金融資産
その他の金融資産
敷金及び保証金 118,369 110,308

合計 118,369 110,308

3. 金融商品の公正価値のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の公正価値のヒエラルキーは、レベル1からレベル3までを以下のように分類しております。
レベル1:活発な市場における同一の資産又は負債の市場価格
レベル2:レベル1以外の、観察可能なインプットを直接又は間接的に使用して算出された公正価値
レベル3:観察不能なインプットを含む評価技法から算出された公正価値
公正価値の測定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じた公正価値測定額を、レベル1から

レベル3まで分類しております。公正価値ヒエラルキーのレベル間の振替は、各報告期間末日で発生した
ものとして認識しております。

(1)償却原価で測定する金融商品
公正価値ヒエラルキーのレベルごとに分類された、償却原価で測定する金融資産の内訳は、以下のとお

りです。なお、帳簿価額と公正価値が極めて近似している金融商品については、以下の表に含めておりま
せん。
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(単位:千円)
レベル1 レベル2 レベル3 合計

金融商品

償却原価で測定する金融資産

敷金及び保証金 ー 110,308 ー 110,308

合計 ー 110,308 ー 110,308

(収益に関する注記)
1. 収益の分解

当社グループは、「クラウドソリューション事業」及び「マーケティングソリューション事業」を主な
報告セグメントとして区分しております。各事業の顧客との契約から生じる収益の内訳は以下のとおりで
あります。

(単位:千円)
クラウド

ソリューション
事業

マーケティング
ソリューション

事業
合計

ZACライセンス料・保守料・SaaSその他月額サービス料 4,274,762 − 4,274,762

ZAC導入支援・カスタマイズ 789,365 − 789,365

Reforma PSA 215,706 − 215,706

dxeco・Semrush・他社製品 他 384,460 − 384,460

マーケティング・プロモーション − 1,118,328 1,118,328

システム・WEBインテグレーション 他 − 893,857 893,857

運用サポート・運用事務局 − 631,471 631,471

合計 5,664,295 2,643,657 8,307,953
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クラウドソリューション事業
① ZACライセンス料・保守料・SaaSその他月額サービス料は、ZACに関するソフトウェアライセンス

販売、システム保守、クラウド環境提供、SaaS型契約の月額サービスを含みます。顧客が利用するう
えで必要となるソフトウェアライセンス、システム保守、クラウド環境提供等サービスを組み合わせ
て提供することで顧客がシステム利用という便益を享受できるものであるため、これらを単一の履行
義務としております。
ソフトウェアライセンスの契約形態には、買取型契約とSaaS型契約があります。
買取型契約では、ソフトウェアライセンス料を契約当初に一括して収受し保守料等は月次で収受しま
すが、ソフトウェアライセンスと保守等を組み合わせて単一の履行義務として認識しており、この履
行義務は顧客に重要な権利が生じていると見込まれる期間にわたり、時の経過につれて充足されま
す。顧客と締結する使用許諾契約書上、契約期間は定められていないため、顧客に重要な権利が生じ
ていると見込まれる期間は、ソフトウェアライセンス及びそれに付帯するサービスの特徴(顧客の利用
継続の履歴や品質等)を考慮して算定しております。具体的には、買取型契約の代金がSaaS型契約の
月額料金の約30か月分に相当することに着目し、当該期間にわたり配分し、収益を認識しておりま
す。
SaaS型契約では、買取型契約のシステム保守料及びクラウド環境提供サービス料その他月額サービス
料と同様、ソフトウェアライセンス料を月次で収受しております。これらの履行義務は主に時の経過
につれて充足されるため、役務を提供する期間にわたり月次で月額料金を収益認識しております。

② ZAC導入支援・カスタマイズは、ZACに関する導入支援業務、及び導入時に必要な追加開発を含み
ます。その受注金額あるいは完成までに要する総原価が信頼性をもって見積ることができる場合は、
報告期間の末日において測定した履行義務の充足に係る進捗度に基づいて、当該期間にわたって収益
を認識しております。この進捗度の測定は発生したコストに基づくインプット法(原価比例法)を採用
しております。また、受注金額あるいは完成までに要する総原価が信頼性をもって見積ることができ
ない場合には、発生したコストのうち回収可能性が高いと判断される部分と同額を収益として認識し
ております(原価回収基準)。

③ Reforma PSAは、Reforma PSAの月額ライセンスの提供を含みます。ソフトウェアの利用環境の提
供を履行義務としており、当該履行義務は主に時の経過につれて充足されるため、役務を提供する期
間にわたり収益認識しております。

④ dxeco・Semrush・他社製品他は、dxecoのSaaS型契約の月額サービス及び他社製ソフトウェアの
代理人としての販売を含みます。SaaS管理ツール「dxeco」のSaaS型契約ではソフトウェアライセ
ンス料を月次で収受しており、履行義務は主に時の経過につれて充足されるため、役務を提供する期
間にわたり月次で月額料金を収益認識しております。
他社製ソフトウェアの代理人としての販売については、顧客への製品引き渡し、検収の受領等、契約
上の受渡し条件を充足することで、履行義務が充足されるものと判断しており、当該時点で収益を認
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識しております。なお、約束の履行に対する主たる責任、在庫リスク、価格設定の裁量権等を考慮す
ると、主として代理人としての性質が強いと判断されるため、提供するサービスに対する報酬として
顧客から受領する対価から関連する原価を控除した純額、あるいは手数料としての一定の報酬対価に
より計上しております。

マーケティングソリューション事業
⑤ マーケティング・プロモーションは、顧客のマーケティング及びプロモーションのプランニング、広

告出稿、調査(広告運用、代理店としての販売を含む)を含みます。顧客に付与された権利の内容に応
じて、一時点において当該権利の使用権が顧客に移転するものは、当該一時点において収益を認識
し、また、一定の期間において当該権利を顧客が使用可能となるものは、当該一定の期間にわたり収
益を認識しております。広告運用及び代理店手数料は、約束の履行に対する主たる責任、在庫リス
ク、価格設定の裁量権等を考慮すると、主として代理人としての性質が強いと判断されるため、広告
運用及び代理店手数料に関する収益は、提供するサービスに対する報酬として顧客から受領する対価
から関連する原価を控除した純額、あるいは手数料としての一定の報酬対価により計上しておりま
す。

⑥ システム・WEBインテグレーション他は、WEBサイト構築・リニューアル、システムインテグレー
ターとしての受託開発及びシステム保守等を含みます。WEBサイト構築・リニューアル及び受託開
発は、その受注金額あるいは完成までに要する総原価が信頼性をもって見積ることができる場合は、
報告期間の末日において測定した履行義務の充足に係る進捗度に基づいて、当該期間にわたって収益
を認識しております。この進捗度の測定は発生したコストに基づくインプット法(原価比例法)を採用
しております。また、受注金額あるいは完成までに要する総原価が信頼性をもって見積ることができ
ない場合には、発生したコストのうち回収可能性が高いと判断される部分と同額を収益として認識し
ております(原価回収基準)。システム保守等は、サービスの提供が完了し、請求可能となった時点で
認識しております。

⑦ 運用サポート・運用事務局は、既存WEBサイトに関する掲載情報の更新作業及び保守等を含みます。
サービスの提供を顧客が検収した時点で履行義務が充足したと判断し、同時点で収益を認識しており
ます。
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2. 契約残高
契約残高の内訳は以下のとおりであります。

(単位:千円)
顧客との契約から生じた債権

営業債権及びその他の債権 1,112,306

契約資産 399,873

契約負債

顧客からの前受金 1,249,474
進捗度に応じて収益を認識することにより計上した対価に対する権利として、契約資産を認識しており

ます。契約資産は、支払に対する権利が無条件になった時点で債権に振り替えられます。
契約の履行に先立ち顧客から受領する前受対価を、契約負債として認識しております。契約負債は、当

該前受対価に係る契約について収益を認識するにつれて取り崩しています。当連結会計年度に認識された
収益について、期首の契約負債残高に含まれていた金額は、895,391千円であります。

3. 残存履行義務に配分した取引価格
未充足(又は部分的に未充足)の履行義務に配分した取引価格の総額及び収益の認識が見込まれる期間は、

以下のとおりであります。なお、個別の予想契約期間が1年以内と見込まれる取引は、実務上の便法を使
用しているため記載を省略しております。また、顧客との契約から生じる対価の中に、取引価格に含まれ
ていない重要な金額はありません。

(単位:千円)
1年以内 759,549

1年超 489,925

未充足の履行義務に配分した取引価格の総額 1,249,474

(1株当たり情報に関する注記)
1株当たり親会社所有者帰属持分 664円60銭
基本的1株当たり当期利益 120円25銭

(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
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貸借対照表
(2025年12月31日現在)

(単位:千円)
科 目 金 額

(資産の部)
流動資産 11,858,584

現金及び預金 10,175,962
売掛金 1,021,965
契約資産 405,715
貯蔵品 3,241
前渡金 13,725
前払費用 89,366
関係会社短期貸付金 149,375
その他 38,626
貸倒引当金 △39,393

固定資産 725,693
有形固定資産 199,902
建物 221,555
工具、器具及び備品 482,799
減価償却累計額 △504,451

無形固定資産 189,875
特許権 330
商標権 305
ソフトウェア 146,953
ソフトウェア仮勘定 42,276
その他 9

投資その他の資産 335,914
関係会社株式 20,806
関係会社出資金 15,747
長期貸付金 112
破産更生債権等 915
長期前払費用 45,620
繰延税金資産 168,988
その他 84,640
貸倒引当金 △915
資産合計 12,584,278

科 目 金 額
(負債の部)
流動負債 2,507,848

買掛金 349,651
未払金 119,488
未払費用 236,015
未払法人税等 362,386
契約負債 1,245,507
預り金 49,259
受注損失引当金 142
製品保証引当金 2,858
株主優待引当金 16,450
その他 126,087

固定負債 98,958
資産除去債務 98,958

負債合計 2,606,807
(純資産の部)
株主資本 9,977,470
資本金 1,193,528
資本剰余金 1,103,528
資本準備金 1,103,528

利益剰余金 8,721,768
その他利益剰余金 8,721,768
繰越利益剰余金 8,721,768

自己株式 △1,041,354

純資産合計 9,977,470
負債・純資産合計 12,584,278
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損益計算書
(2025年1月1日から2025年12月31日まで)

(単位:千円)

科 目 金 額
売上高 7,861,189
売上原価 2,935,262
売上総利益 4,925,927

販売費及び一般管理費 2,421,494
営業利益 2,504,432

営業外収益
受取利息及び配当金 123,380
その他 9,329 132,710

営業外費用
貸倒引当金繰入額 11,581
支払補償費 7,010
損害賠償金 3,813
支払手数料 2,348
その他 1,905 26,658

経常利益 2,610,484
税引前当期純利益 2,610,484
法人税、住民税及び事業税 601,997
法人税等調整額 115,469 717,466
当期純利益 1,893,017
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株主資本等変動計算書
(2025年1月1日から2025年12月31日まで)

(単位:千円)
株 主 資 本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

資本
準備金

資本
剰余金
合計

その他
利益剰余金 利益剰余金

合計繰越利益
剰余金

2025年1月1日残高 1,193,528 1,103,528 1,103,528 7,911,938 7,911,938
事業年度中の変動額
剰余金の配当 − − − △561,440 △561,440
当期純利益 − − − 1,893,017 1,893,017
自己株式の取得 − − − − −
自己株式の消却 − − − △522,233 △522,233
譲渡制限付株式に基づく報酬取引 − − − 486 486

事業年度中の変動額合計 − − − 809,829 809,829
2025年12月31日残高 1,193,528 1,103,528 1,103,528 8,721,768 8,721,768

株主資本
純資産合計

自己株式 株主資本合計

2025年1月1日残高 △307,207 9,901,788 9,901,788
事業年度中の変動額
剰余金の配当 − △561,440 △561,440
当期純利益 − 1,893,017 1,893,017
自己株式の取得 △1,274,389 △1,274,389 △1,274,389
自己株式の消却 522,233 − −
譲渡制限付株式に基づく報酬取引 18,008 18,494 18,494

事業年度中の変動額合計 △734,147 75,682 75,682
2025年12月31日残高 △1,041,354 9,977,470 9,977,470
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個 別 注 記 表
(重要な会計方針)
1. 資産の評価基準及び評価方法
(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

子会社株式 ………… 移動平均法による原価法

2. 固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産 ……………… 定額法を採用しております。

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建 物 4〜18年
工具、器具及び備品 3〜10年

(2)無形固定資産
①商標権 ……………… 定額法を採用し、10年で償却しております。
②特許権 ……………… 定額法を採用し、8年で償却しております。
③市場販売目的の
ソフトウェア

……………… 見込販売可能期間(3年)における見込販売数量に基づく償却額と見
込販売可能期間に基づく定額償却額のいずれか大きい額により償却
しております。

④自社利用目的の
ソフトウェア

……………… 社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用しておりま
す。

3. 引当金の計上基準
(1)貸倒引当金 ……………… 債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸

倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に
回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

(2)受注損失引当金 ……………… 受注契約に係る将来の損失に備えるため、当事業年度末におけ
る受注契約に係る損失見込額を計上しております。

(3)製品保証引当金 ……………… ソフトウェアに係る一定期間の製品保証の費用に備えるため、
報告期間の末日現在で将来の費用の発生が見込まれ、かつ、当
該費用を信頼性のある見積りが可能なものについて、報告期間
の末日後に発生が見込まれる費用額を認識しております。

(4)株主優待引当金 ……………… 株主優待制度に伴う費用の発生に備えるため、株主優待制度に
基づき、将来見込まれる額のうち当事業年度の負担額を計上し
ております。
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4. 収益及び費用の計上基準
(1)収益の認識方法

当社では、顧客との契約について、以下のステップを適用することにより、収益を認識しております。
ステップ1:顧客との契約を識別する。
ステップ2:契約における履行義務を識別する。
ステップ3:取引価格を算定する。
ステップ4:取引価格を契約における履行義務に配分する。
ステップ5:履行義務の充足時に(又は充足するにつれて)収益を認識する。
サービスの種類ごとの履行義務及び収益認識の方法については(収益に関する注記)に記載しております。

(2)収益の表示方法
収益の本人代理人の判定に際しては、その取引における履行義務の性質が、特定された財又はサービス

を顧客に移転される前に支配し、自ら提供する履行義務(すなわち、「本人」)に該当するか、それらの財又
はサービスが当該他の当事者によって提供されるように手配する履行義務(すなわち、「代理人」)に該当す
るかを基準としております。
当社が本人として取引を行っているか、代理人として取引を行っているかの判定に当たっては、次の指

標を考慮しております。
・顧客に対する物品若しくは役務の提供又は注文の履行について、第一義的な責任を有しているか
・顧客による発注の前後、輸送中又は返品の際に在庫リスクを負っているか
・直接的又は間接的に価格を決定する権利を有しているか
当社が取引の当事者であると判断した場合には、収益を総額で、代理人であると判断した場合には、収

益を純額で表示しております。

(会計方針の変更に関する注記)
(法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準等の適用)
「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」(企業会計基準27号2022年10月28日。以下「2022年
改正会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用しております。法人税等の計上区分に関する改正に
ついては、2022年改正会計基準第20-3項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っております。これによ
る計算書類に与える影響はありません。

(会計上の見積りに関する注記)
クラウドERPの買取型契約の使用許諾料に係る売上高の配分期間の見積り
(1)当事業年度の計算書類に計上した金額

クラウドERPの買取型契約のソフトウェアライセンス料に係る売上高 437,725千円
(2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

連結注記表(会計上の見積りに関する注記)に記載している事項と同一であります。
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一定の期間にわたり履行義務を充足し収益を認識する方法における総原価の見積り
(1)当事業年度の計算書類に計上した金額

進捗度に基づき収益を認識した金額 896,245千円
(2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

連結注記表(会計上の見積りに関する注記)に記載している事項と同一であります。

(貸借対照表に関する注記)
関係会社に対する金銭債権債務

短期金銭債権 18,424千円
短期金銭債務 109,035千円
なお、区分掲記したものについては除いております。

(損益計算書に関する注記)
関係会社との取引高
営業取引による取引高
売 上 高 6,235千円
仕 入 高 898,309千円
営業取引以外の取引高 97,371千円

(株主資本等変動計算書に関する注記)
当事業年度末における自己株式の種類及び株式数
普 通 株 式 365,031株

(税効果会計に関する注記)
繰延税金資産の発生の主な原因は、契約負債、資産除去債務等であります。

(収益に関する注記)
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、「連結注記表(収益に関する注記)1．収

益の分解」に同一の内容を記載しておりますため、注記を省略しております。

(1株当たり情報に関する注記)
1株当たり純資産額 640円24銭
1株当たり当期純利益 120円01銭

(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
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連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書
独立監査人の監査報告書

2026年2月18日
株式会社オロ
取締役会 御中

有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 桑 本 義 孝
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 新 保 哲 郎

＜連結計算書類監査＞
監査意見
当監査法人は、会社法第444条第4項の規定に基づき、株式会社オロの2025年１月１日から2025年12月31日までの連結会計

年度の連結計算書類、すなわち、連結財政状態計算書、連結損益計算書、連結持分変動計算書、連結注記表について監査を行っ
た。
当監査法人は、上記の連結計算書類が、会社計算規則第120条第1項後段の規定により定められた、国際会計基準で求められる

開示項目の一部を省略した会計の基準に準拠して、株式会社オロ及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期
間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査

法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関す
る規定（社会的影響度の高い事業体の財務諸表監査に適用される規定を含む。）に従って、会社及び連結子会社から独立してお
り、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証
拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。

また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することに
ある。

当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容
に対して意見を表明するものではない。

連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と連
結計算書類又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な
相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告すること

が求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

連結計算書類に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、連結計算書類を会社計算規則第120条第1項後段の規定により定められた、国際会計基準で求められる開示項

目の一部を省略した会計の基準により作成し、適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のな
い連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
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連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが適切であるかどうかを評価
し、会社計算規則第120条第1項後段の規定により定められた、国際会計基準で求められる開示項目の一部を省略した会計の基準
に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

連結計算書類の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないか

どうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結計算書類に対する意見を表明することにある。虚偽
表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結計算書類の利用者の意思決定に影響を与えると
合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断

を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実
施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に
際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注
記事項の妥当性を評価する。
・経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企
業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前
提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結計算書類の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な
不確実性に関する連結計算書類の注記事項が適切でない場合は、連結計算書類に対して除外事項付意見を表明することが求められ
ている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業と
して存続できなくなる可能性がある。
・連結計算書類の表示及び注記事項が、会社計算規則第120条第1項後段の規定により定められた、国際会計基準で求められる開
示項目の一部を省略した会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び
内容、並びに連結計算書類が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
・連結計算書類に対する意見表明の基礎となる、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手するため
に、連結計算書類の監査を計画し実施する。監査人は、連結計算書類の監査に関する指揮、監督及び査閲に関して責任がある。監
査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含
む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独

立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能
な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上
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計算書類に係る会計監査人の監査報告書
独立監査人の監査報告書

2026年2月18日
株式会社オロ
取締役会 御中

有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 桑 本 義 孝
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 新 保 哲 郎

＜計算書類等監査＞
監査意見
当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、株式会社オロの2025年1月1日から2025年12月31日までの第

28期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書
（以下「計算書類等」という。）について監査を行った。

当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類等
に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法

人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規
定（社会的影響度の高い事業体の財務諸表監査に適用される規定を含む。）に従って、会社から独立しており、また、監査人とし
てのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断して
いる。

その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。

また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにあ
る。
当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対

して意見を表明するものではない。
計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と計算書

類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外
にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが

求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
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計算書類等に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を作成し適正に表示するこ

とにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断し
た内部統制を整備及び運用することが含まれる。
計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切であるかどうかを評価

し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には
当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

計算書類等の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかど

うかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に対する意見を表明することにある。虚偽表示
は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的
に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断

を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、
実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手す
る。

・ 計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に
際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する
注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企
業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の
前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要
な不確実性に関する計算書類等の注記事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められ
ている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業
として存続できなくなる可能性がある。

・ 計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとと
もに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表
示しているかどうかを評価する。

監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含
む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独

立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能
な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上
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監査等委員会の監査報告書
監 査 報 告 書

当監査等委員会は、2025年1月1日から2025年12月31日までの第28期事業年度の取締役の職務の執行を監査いたしました。
その方法及び結果について以下のとおり報告いたします。

1． 監査の方法及びその内容
監査等委員会は、会社法第399条の13第1項第1号ロ及びハに掲げる事項に関する取締役会決議の内容並びに当該決議に基づ

き整備されている体制（内部統制システム）について取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を
受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明するとともに、下記の方法で監査を実施いたしました。

① 監査等委員会が定めた監査等委員会監査基準に準拠し、当期の監査方針、職務の分担等に従い、会社の内部統制部門と連携
の上、重要な会議等における意思決定の過程及び内容、業務執行に関する重要な書類等の内容、取締役（及び主要な使用人
等）の職務執行の状況、並びに会社の業務及び財産の状況を調査いたしました。また、子会社については、往査の実施や取
締役等と意思疎通、情報の交換及び認識の共有を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。

② 会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその
職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われ
ることを確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（企業会計審議
会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。なお、監査上の主要な検討事項については、
会計監査人と協議を行うとともに、その監査の実施状況について報告を受け、 必要に応じて説明を求めました。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計
算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結財政状態計算書、連結損益計算書、連結持分変動計算書及び
連結注記表）について検討いたしました。

2． 監査の結果
(1)事業報告等の監査結果

① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めます。
② 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。
③

(2)計算書類及びその附属明細書の監査結果
会計監査人有限責任あずさ監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

(3)連結計算書類の監査結果
会計監査人 有限責任あずさ監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

2026年2月20日
株式会社オロ 監査等委員会

常勤監査等委員 前 田 洋 一 ㊞
監査等委員 今 村 由 幾 ㊞
監査等委員 田 上 沙 織 ㊞

(注) 監査等委員 前田洋一、今村由幾、及び田上沙織は、会社法第2条第15号及び 第331条第6項に規定する社外取締役であり
ます。

以 上
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